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Ⅰ 審議事項 

 移動通信システム委員会は、情報通信審議会諮問第 2009号「小電力の無線システムの高

度化に必要な技術的条件」（平成 14年 9月 30 日諮問）のうち、「920MHz帯電子タグシステ

ム等の技術的条件」について検討を行った。 

 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 

 委員会の構成については、別表１のとおり。 

 なお、検討の促進を図るため、本委員会の下に 920MHz 帯電子タグシステム等検討作業班

を設けて検討を行った。作業班の構成については、別表２のとおり。 

 

Ⅲ 審議経過 

１ 委員会 

① 第１回（平成 23年 2月 21日） 

情報通信審議会技術分科会（平成 23 年 2 月 15 日）で、移動通信システム委員会にお

いて「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち「920MHz 帯電子タグ

システム等に関する技術的条件」の審議を開始することが承認された旨報告があった。

また、審議の開始に当たり、平成 23年 1月 28日から同年 2月 17日までの期間において、

意見陳述を希望する者の募集を行った結果、２者から意見陳述の申し出があり、意見陳

述がなされた。 

 

② 第２回（平成 23年 4月 28日） 

 

 

③ 第３回（平成 23年  月  日） 

  

 

２ 作業班 

① 第 1回（平成 23年 2月 22日） 

作業班の運営方針及び検討の進め方について審議を行った。携帯電話等周波数有効利

用方策委員会において審議が行われた 920MHz 帯電子タグシステムと LTE（Long Term 

Evolution）及び MCA（Multi-Channel Access Radio System）等の干渉検討結果等につ

いて説明があった。 

 

 ② 第 2回（平成 23年 3月 8日） 

920MHz 帯電子タグシステム等の普及予測、国際動向について説明があり、920MHz 帯電

子タグシステム等の技術的条件の要求条件について審議が行われた。 
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④  第 3回（平成 23年 4月 4日） 

920MHz帯パッシブタグシステム及びアクティブ系小電力無線システムの技術的条件の

審議、LTE、MCAとの共用検討等について審議を行った。 

 

④ 第 4回（平成 23年 4月 25日） 
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IV 審議概要 

第１章 審議の背景 

 １．１ 950MHz帯電子タグシステムの制度化等 

 ユビキタスネットワーク社会において主要な役割を担うことが期待されている電子タ

グ（RFID : Radio Frequency Identification）システムは、既に、生産、物流、販売、

医療、金融、環境及び道路・交通といった幅広い分野において利用が進んでいるところ

である。 

電子タグは物流分野等で活用されていることから、世界的にも互換性が重要であり、

135kHz以下の周波数帯、13.56MHz帯、2.45GHz帯については、全世界で共通の規格とな

っている。UHF 帯の電子タグについては、欧米を含めて世界共通の周波数を規定するこ

とは困難であるため、860MHz～960MHzの帯域のうちで各国が利用可能な周波数帯でリー

ダ／ライタの運用を始め、電子タグ自体は 860MHz～960MHz で動作するものを用いるこ

とによって互換性が確保され、広く利用されている。 

 電子タグにはパッシブタグとアクティブタグの２つの種類がある。パッシブタグは自

発的に電波を発射せず、リーダ／ライタからの搬送波の電力を利用し、電波を発射する

（一部には、電子タグの内部回路や付属するセンサー等に電力を供給するために電池等

を有しているものもある。）。一方アクティブタグは、内蔵した電池等からのエネルギ

ーにより自発的に電波を発射することができる電子タグである。 

 950MHz 帯電子タグシステムは、我が国では既に制度化されている 135kHz 以下の周波

数帯を利用するシステムや、13.56MHz 帯、2.45GHz 帯の周波数帯の電子タグシステムと

比較して、通信距離が長いこと等（表 1-1 参照）から、様々なシーンでの活用が期待さ

れている。 

表 1-1 使用周波数帯における電子タグシステムの特徴 

周波数帯  135kHz 13.56MHz 433MHz 注１ 950MHz 注２ 2.45GHz 

最大通信距離 ～30cm ～60cm ～数 100m 
～10m 

～数 100m 
～1m 

制度化 昭和 25年 平成 10年  平成 18年  平成 17年  昭和 61 年  

価格 △ ◎ ○ ○ ○ 

主な用途 スキーゲー

ト、食堂清

算等 

 

交通系、行

政カードシ

ステム等 

 

国際物流関

係 

 

物流管理、

物品管理等  

物流管理、

物品管理等  

 注１：433MHz帯はアクティブ系小電力無線システムとして制度化 
 注２：950MHz帯はパッシブ(最大通信距離～10m)及びアクティブ系小電力無線システム（最大通信距離～数

100m）が制度化されている 
 

 １．１．１ 950MHz帯パッシブタグシステムの現状 

   (1) 950MHz 帯パッシブタグシステムの制度化の経緯 
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図 1-1に示すとおり、950MHz帯パッシブタグシステムのうち、空中線電力 1W以

下の高出力型のパッシブタグシステムについては、平成 16年 12月の「高出力型

950MHz帯パッシブタグシステムの技術的条件についての一部答申」（以下、「平成 16

年高出力型パッシブタグ一部答申」という。）において技術的条件が示され、平成

17年 4月に制度化された。空中線電力 10mW 以下の低出力型のパッシブタグシステ

ムについては、平成 17年 10月の「高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムにおけ

る共用化技術及び低出力型 950MHz帯パッシブタグシステムの技術的条件について

の一部答申」（以下、「平成 17年低出力型パッシブタグ等一部答申」という。）にお

いて技術的条件が示され、平成 18年 1 月に制度化された。空中線電力 250mW 以下の

中出力型のパッシブタグシステムについては、平成 21年 12月の「小電力の無線シ

ステムの高度化に必要な技術的条件についての一部答申」（以下、「平成 21年中出力

型パッシブタグ等一部答申」という。）において、技術的条件が示され、平成 22年

5月に制度化された。 

 また、平成 19年 12月の「「950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの技術的

条件」、「高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの技術的条件」及び「低出力型

950MHz帯パッシブタグシステムの技術的条件」についての一部答申」（以下、「平成

19年アクティブタグ等一部答申」という。）において、パッシブタグシステムのさ

らなる高度化の検討が行われ、高出力型においては、LBT（Listen Before Talk）不

要チャネルの適用、平成 21年中出力型パッシブタグ等一部答申において、低出力型

に関しては５チャネルまでの同時利用の適用が可能となるなど高度化が進められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 950MHz帯電子タグシステムの制度化の経緯 
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(2) 950MHz 帯パッシブタグシステムの利用例 

950MHz帯パッシブタグシステムのうち、現在制度化されている高出力型、中出力

型及び低出力型の利用例については、以下のとおりである。 

   ・ 高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム 

特定の構内において設置・運用される無線局及び登録局（構内無線局）として制

度化されており、数 m 程度の比較的長い通信距離を確保する必要があるような、業

務用のアプリケーション（例えば、コンテナやパレットなどに貼付したタグの読み

取り等）に用いられている。ゲート型又は据置型、場合によってはハンディ型のも

のがある。 

具体的には図 1-2 に示すような配送センタにおいて、多数の高出力型リーダ／ラ

イタをゲート状に並べて入出荷検品作業のために利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの利用例 

   ・ 中出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム 

出力 250mW 以下の簡易無線局として平成 22 年５月に制度化されたものであり、２

m 程度の通信距離で、一括読み取りが可能なことから、屋外において、荷物の積み

卸しの際に複数の商品等に貼り付けられたタグをまとめて読み取る等のアプリケー

ションのものに利用されている。また、リーダ／ライタについては一般にハンディ

型で用いられている。具体的には、図 1-3 に示すような、店舗のバックヤードにお

いて、納品された商品の管理等を行うために導入されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-3 中出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの利用例 
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また他の適用事例として、近年個品への電子タグ付けが普及し始めている書籍・

図書分野において、表 2-1 に示すとおり中出力型パッシブタグシステムを棚卸しに

適用した場合の能力や運用方法を、従来のバーコード方式と比較した結果を示す。 

 

表 1-2 バーコード/電子タグ 棚卸し比較 

 バーコード方式 電子タグ方式 

読取スピード 約 500冊/ｈ 約 3,300冊/ｈ 

作業実施者 棚卸し専門業者 店員 

実施頻度 年１～２回 月次、週次 

実施タイミング 休業日や深夜 始業前、終業後 

 

表 1-2 に示すように、電子タグ導入により棚卸し作業の効率は飛躍的にあがり、

その運用方法も従来の専門業者における年１～２回から、店員による月次、週次作

業になり、早期の欠品予防や外部支払い経費の削減等に寄与している。 

棚卸し作業は、図 1-4 に示すように、ハンディ型リーダ／ライタにて対象物のタ

グを連続的に読み取ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-4 中出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの利用例（図書の棚卸し） 

 

   ・ 低出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム 

出力 10mW以下の特定小電力無線局として制度化されており、数 cm～数十 cm 程度

の比較的短い通信距離でのアプリケーション（例えば、個々の商品等に貼付したタ

グの近接での読み取り等）として、広く一般のユーザも利用するような形態のもの

が利用されている。リーダ／ライタについては中出力型と同様に一般にハンディ型

で用いられている。 

 携帯電話内蔵型リーダ／ライタの適用事例としては、総務省委託研究「ユビキタ

ス・プラットフォーム技術の研究開発」において、販売する食品のポップ広告に埋

め込んだ電子タグを読み取ることで割引クーポンなどの特典サービスを提供する実

証実験が行われた。表 1-3に実証実験の概略を示す。 
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表 1-3 実証実験の概略 

売場面積 約 20m×40m 

電子タグ設置数量 60個 （単純平均 1個／13.3m２） 

使用端末数 15台 × 2 セット（最大同時 15台を貸し出して実験） 

リーダ／ライタ概略 出力 10mW （携帯電話機に内蔵） 

割当チャネル数 9 （Ch 22～24、28～33） 

（端末同士のチャネル競合をできるだけ回避） 

 

  本実験の結果、端末個別にチャネルを割り当てたにも関わらず「読取りしにくか

ったことがある」・「読取れなかったことがある」と回答したユーザが約 20%あった。 

  原因としては複数の端末から同一の電子タグを読取ろうとしたためにタグコンフ

ュージョンが発生又は LBT 待ちによる読取りの遅延が発生した可能性が高い。 

 

(3) 950MHz 帯パッシブタグシステムの普及状況 

一般社団法人日本自動認識システム協会が毎年パッシブタグシステムの出荷統計

調査を実施しており、その出荷統計調査の結果から、平成 22年末までの 950MHz帯

パッシブタグシステムの出荷台数は、高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム（構

内無線局）、中出力型 950MHz 帯パッシブタグシステム（簡易無線局）及び低出力型

950MHz帯パッシブタグシステム（特定小電力無線局）をあわせて、約 15,000 台と

なっている。 

 

１．１．２ 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの現状 

(1) 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの制度化の経緯 

950MHz帯アクティブ系小電力無線システムについては、「平成 19年アクティブタ

グ等一部答申」において平成 19年 12月に技術的条件が示され、平成 20年 5月に制

度化された。 

 

   (2) 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの利用 

 出力 10mW 以下の特定小電力無線局として制度化されており、数 m～数百 m程度の

距離間においてデータ等のやりとりを行うことが可能なことから、「ホームセキュリ

ティ」、「（電気・ガス等）自動検針サービス」「子供見守りシステム」、「工場におけ

る工程管理」等に利用されたり、検討が進められている。 

図 1-5 に子供見守りシステムの例を示す。子供のランドセルにアクティブタグを

内蔵し、学校の校門に設置されたアクティブタグリーダとタグ検出に連動するカメ

ラにより、校門の前を通り過ぎる子供を検出し、その様子（画像）をサーバに伝送

し、メールやＷｅｂにより子供の登下校を見守ることが可能となる。 
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図 1-5 950MHz帯アクティブ系小電力無線システムの利用例(子供見守りシステム) 

 

 図 1-6 にガス自動検針サービスの例を示す。各家庭のガスメータに設置した

950MHz帯アクティブ系小電力無線システム（図中の多段中継無線端末）をマルチホ

ップの無線ネットワークで接続することにより、ガスメータの遠隔監視・制御やガ

ス検針情報の自動収集が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-6 950MHz帯アクティブ系小電力無線システムの利用例（ガス自動検針サービス） 

タ

グ 

リーダ 

カメラ 
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下校しました
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○○＠sntrial01.jp

公開実験

たろうさん
2009/2/13  
14:59:00
校門
下校しました

メールで登下校

をお知らせ 

 
ガスメータ 無線機 
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また、電気メーターに関しては、平成 22年６月に閣議決定された「エネルギー基

本計画1」において、「費用対効果等を十分考慮しつつ、2020 年代の可能な限り早い

時期に、原則全ての需要家にスマートメーターの導入を目指す。」とされており、今

後、アクティブ系小電力無線システムの適用が可能なスマートメーターについて、

大幅な需要増加が見込まれる。 

東京電力（株）において、平成 22 年３月に「新型電子式メータの開発及び実証試

験の実施について」のプレスリリース2が出され、図 1-7に示されているようなイメ

ージで、今後、実証試験を行う予定とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-7 新型電子式メータの開発及び実証試験の実施イメージ 

 

   (3) 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの普及状況 

 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの 2010 年の普及実績は 10,000台を超

えており、「平成 21年中出力型パッシブタグ等一部答申」委員会報告の際の予測と、

ほぼ同等の推移をしている。今後は、スマートメーターの増加に支えられる形で、

５．２節で述べるように急速に普及していくものと予測される。 

 

 １．２ 900MHz帯における周波数再編の基本方針等 

  １．２．１ 国内における 900MHz帯再編の動き 

 我が国においては、図1-8に示すように、平成24年7月には、地上テレビジョン放送のデ

ジタル化に伴う空き周波数(700MHz帯)及び現在第２世代移動通信システム（一部IMT-2000

を含む）に使用されている周波数の再編に伴う空き周波数(900MHz帯)が移動通信システム

に使用可能となる予定である。 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.meti.go.jp/committee/summary/0004657/energy.pdf 
2 http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu10_j/images/100311e.pdf 
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図1-8 700/900MHz帯の状況 

（出典：情報通信審議会 情報通信技術分科会第71回（平成21年12月18日） 資料） 

 

 このような背景を踏まえ、情報通信審議会 情報通信技術分科会 携帯電話等周波数有効

利用方策委員会（平成23年1月「携帯電話等高度化委員会」に変更）（以下、「携帯電話委員

会」という。）では、平成21年12月より、700/900MHz帯を有効利用するための周波数配置や

他システムとの間の共用条件、地上アナログテレビジョン放送用周波数の跡地利用に伴う

制約等を勘案しつつ、700/900MHz帯を使用する移動通信システムの導入に向けて、必要な

技術的条件の検討を開始した。 

しかしながら、同帯域の携帯電話による利用については、①周波数再編が不要で早期に

利用可能となる700MHz帯と900MHz帯をペアで利用する考えと、②携帯端末のコスト低減の

ため、周波数再編を行ってでも国際的な周波数のハーモナイズを考慮し、700MHz帯及び

900MHz帯のそれぞれの帯域において上り／下りペアで利用すべき、との２つの考え方が提

起された（図1-9）。そのため、総務省は、グローバル時代におけるICT政策に関するタスク

フォース電気通信市場の環境変化への対応検討部会の下に設置されたワイヤレスブロード

バンド実現のための周波数検討ワーキンググループにおいて、本帯域における周波数割当

案の検討を行うこととした。その結果、②については、周波数検討ワーキンググループに

おいて、図1-10に示す複数の割当検討モデル案が提示されるとともに、携帯電話委員会第

41回会合（平成22年9月2日）においても、これらのモデル案に基づいて、主に技術的観点

から検討を進めることが決定され、隣接業務間の干渉検討等が開始されることとなった。 
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図1-9 700/900MHz帯の割当てに関する意見の概要 

（出典：「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまとめ） 
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②韓国との混信回避
③ FPU/ﾗｼﾞｵﾏｲｸとのｶﾞー ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞの精査
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（特長）AWFで検討中の周波数（※）とハーモナイズを実現
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（主な課題）

①FPU/ﾗｼﾞｵﾏｲｸの移行先確保及び移行可能性
②韓国との混信回避
③AWF案による割当を行う見通しのある国の動向

TV放送TV放送 ※ ※

（特長）携帯電話は欧州と、RFIDは米国とハーモナイズ。
（主な課題）
①RFID/MCAの移行可能性（ｽｹｼﾞｭー ﾙ、支援措置等）
②ﾊﾟー ｿﾅﾙ無線及びSTLの使用期限、携帯電話との共
用可能性

③800M携帯との間のｶ゙ ﾄーﾞﾊﾞﾝﾄﾞ幅
（追加搭載ﾌｨﾙﾀの特性の明確化）

MCA↓携帯電話(↑) 携帯電話(↓)
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（特長）

他システムが移行不要で2012年7月から利用可能。
（主な課題）
①ｶﾞー ﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞの有効利用
②ﾊﾟー ｿﾅﾙ無線の使用期限、携帯電話との共用可能性
③800M携帯との間のｶ゙ ﾄーﾞﾊﾞﾝﾄﾞ幅
（追加搭載ﾌｨﾙﾀの特性の明確化）

STL

パーソナル無線

870 910 930

820 840 860 880 900 920 940 960810 830 890 950850 870 910 930

航空無線航行

システム

航空無線航行

システム

(2) 900MHz帯

案900-2： 3GPPBAND8（欧州）における割当を考慮した案
（RFID/MCAをｶﾞー ﾄﾊ゙ ﾝ゙ﾄﾞに移行する案）（15MHz×2）

案900-1： 3GPP BAND8（欧州）における割当を考慮した案
（現状の割当周波数による案）（5MHz×2）

 

図1-10 700/900MHz帯割当検討モデル案 

（出典：「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまとめ） 
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  １．２．２ 700/900MHz帯の国際的な動向 

(1) 700/900MHz帯における携帯電話用周波数の割当状況 

700/900MHz帯における携帯電話用周波数の割り当て状況の一例として、図1-11に、日

米欧の携帯電話用周波数割当状況を示す。700MHz帯については、米国では2008年にオー

クションが実施され、このうちの一部の周波数帯では、2010年12月からLTE（Long Term 

Evolution）の商用サービスが開始されている。一方、アジア・太平洋地域では、当該地

域の無線技術関連のフォーラムであるAWF（APT無線フォーラム）において、698-806MHz

の周波数帯の周波数割当の検討が行われている（(2)参照）。900MHz帯については、国際

標準化団体3GPP（3rd Generation Partnership Project）でバンドプランが策定されて

おり、GSMやW-CDMA方式などで、国際的に広く利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-11 日米欧の携帯電話用周波数の現状 

（出典：「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまとめ） 

 

(2) アジア・太平洋地域の動向 

AWFにおいて、アジア・太平洋地域における周波数ハーモナイゼーションを実現するた

め、698-806MHzの周波数帯の利用に関して検討が行われた。その結果、2010年９月の会

合において、レポートとして取りまとめられ、図1-11のとおりバンドプランが示された。

このバンドプランは、2010年10月に開催されたITU-R SG5 WP5D会合において、現在改訂

作業が進められている周波数アレンジメント勧告ITU-R M.1036第３版の改訂草案に含め

られ、2011年に開催される同会合で第４版として最終化される予定である。 

 

１．２．３ 国内における700/900MHz帯再編の方針 

国際的な動向及び関係者の意見等を踏まえ、「ワイヤレスブロードバンド実現のため

の周波数検討ワーキンググループ」は平成22年11月22日に最終とりまとめを発表した。

700MHz帯における周波数再編の基本方針では、携帯電話については、2015年から携帯

電話での利用を実現することを目標に、周波数の移行、再編を行うものとしており、

FPU及びラジオマイクについて周波数移行に言及している。一方、900MHzにおける周波

数再編の基本方針では、携帯電話は2012年から5MHz×2の利用を開始し、2015年からは

さらに10MHz×2の利用を図ることを目標に周波数の再編を行うものとし、欧州の割当
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状況（又は3GPPのバンドプラン）や800MHz帯の割当状況を勘案して、上下45MHz間隔と

することが適当であるとされている。これに伴い、パーソナル無線は2015年度を目処

に廃止し、MCA（端末）については930MHz～940MHzに、電子タグシステムについては、

欧米での割当て状況や国際競争力強化の観点から、915MHz～928MHzに移行するという

方針が示された。 

 

１．３ 920MHz 帯電子タグシステム等の技術的条件の審議の背景 

 前節で述べたとおり、950MHz～958MHz の周波数帯を用いた 950MHz 帯電子タグシス

テム等（パッシブタグシステム及びアクティブ系小電力無線システム）については、

「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまと

め（平成 22 年 11 月 30 日）において、スマートメーター等の導入に向け 5MHz 幅を拡

充するとともに、欧米での割当て状況を踏まえ、国際競争力強化の観点から 915MHz～

928MHz（以下「920MHz帯」という。）に移行するとされた 900MHz 帯における周波数再

編の基本方針に従い、本委員会において、新たにスマートメーター等の導入に向けた

5MHz 幅の拡充を含む 920MHz 帯電子タグシステム等に必要な技術的条件について検討

を行った。 

 また、その際に、第５章に後述するとおり、LTE に割り当てられる予定の 900MHz～

915MHz 及び MCA に割り当てられる予定の 930MHz～940MHz との隣接共用条件及び現在

空き周波数帯である 925MHz～930MHz に先行して電子タグシステム等が導入された場

合の、現行の 915MHz～925MHz の CDMA2000 方式の携帯電話との共用条件について検討

を行った。 
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第２章 860MHz～960MHz帯電子タグシステムの国際標準化動向 

２．１ パッシブタグシステムの国際標準化動向 

日本、欧州及び米国における UHF 帯電子タグシステムの規定を表 2-1 に、韓国及び中

国における規定を表 2-2 に示す。国際的には、LBT 不要モードへの移行及び周波数帯域

の拡大の検討が進んでいる。 

 

表 2-1 日本、欧州及び米国におけるなどにおける UHF 帯電子タグシステムの規定 

 日本 欧州 米国 

規定 無線設備規則 ヨーロッパ勧告 

（欧州無線通信委員会） 

ERC/REC 70-03 Annex 11 

FCC（連邦通信委員会） 

FCC15.247 など 

用途 電子タグ限定 

（SRDと共用） 

電子タグ限定 

（一部 SRD と共用） 

限定なし 

周波数 952～957.6MHz（5.6MHz） 865～868 MHz（3MHz） 902～928 MHz 

（26MHz） 

出力 952～956.4MHz： 

1W+6dBi (4W EIRP) 

952～957.6MHz： 

10mW+3dBi (20mW EIRP) 

865～865.6 MHz： 

 0.1W ERP；0.16W 相当 

865.6～867.6 MHz： 

 2W ERP；3.2W相当 

867.6～868 MHz： 

 0.5W ERP；0.8W 相当 

FH>50： 

1W+6dBi (4W EIRP)  

FH＜50： 

0.25W+6dBi (1W EIRP) 

チャネル数 21チャネル（LBT 要） 

4チャネル（LBT不要） 

27チャネル（10mW 以下） 

15チャネル 

4チャネル 

（デンスモード） 

52 チャネル（FHSS） 

帯域幅 200kHz 200kHz 最大 500kHz 

混信回避 LBT 注２必須、送信時間制

御必要。ただし、LBT不

要の 4 チャネルを配置 

LBT必須 

⇒デンスモード（LBT 不

要）対応を 2009年末に

制度化 

FHSS 方式 

注１ FHSS（Frequency Hopping Spread Spectrum）： 短い時間ごとに送信する信号の周

波数を変更し通信する方式 

注２ LBT：信号を出す前にその周波数帯の信号が発射されていないことを確認（キャリ

アセンス）した後に通信する方式 

 

表 2-2 韓国及び中国における UHF 帯電子タグシステムの規定 

 韓国 中国 

規定 放送通信委員会告示第 2008-137号 

無線設備規則(放送通信委員会告示第

各省、自治区、直轄市無線電管理中心 

（信部无〔2007〕205号 
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2008-116号,2008.9.11) 2007.4．20） 

用途 RFID/USNなどの無線設備 電子タグ限定 

周波数 917MHz～923.5MHz（6.5MHz） 840MHz～845MHz（5MHz） 

920MHz～925MHz（5MHz） 

出力 917.3、917.9、918.5、919.1、919.7、

920.3MHz：4W（EIRP） 

920.9MHz～923.3MHz：200mW（EIRP） 

840.5MHz ～ 844.5MHz 、 920.5MHz ～

924.5MHz：2W（ERP） 

840MHz～845MHz、920MHz～925MHz：

100mW（ERP） 

チャネル数 6チャネル（4W） 

13チャネル（200mW） 

30チャネル（2W） 

38チャネル（100mW） 

帯域幅 200kHz 250kHz 

混信回避 LBT機能、FHSS方式（6個以上のチャ

ネルが重ならないチャネルを使い、チ

ャネルの連続占有時間を 0.4秒以内と

する。） 

FHSS 方式（チャネルの連続占有時間は

2秒以内） 

 

２．１．１ サブキャリア方式の諸外国の動向 

(1) 米国 

 米国では、902MHz～928MHz において、500kHz/チャネル（FCC 15.247）の周波数

ホッピングを使って、サブキャリア方式で運用されている（図 2-1 にサブキャリア

方式のスペクトラム図を示す）。 

 

 

 

 

 

 

図２．１ 米国で運用されているサブキャリア方式 

         （ISO/IEC 18000-6:2004/Amd 1:2006 から抜粋 ） 

図 2-1 サブキャリア方式のスペクトラム図 

 

(2) 欧州 

欧州では、リーダ／ライタ間の干渉緩和策として、図 2-2に示すように 600kHz の

等間隔で 2W（ERP）出力の周波数帯域 200kHzの 4チャネルプランを採用した。この

4 チャネルは送信専用で LBT は必須ではなく、送信チャネルの両側をタグからの受

信専用チャネルとしている方式で、デンスモード（ETSI TR 102 649 V1.1.1_3.0.5）

といわれる。 
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高密度でリーダ／ライタが設置されている実運用では、リーダ／ライタ間の干渉

回避のために、例えばチャネル 4 と 10 を使うリーダ／ライタと、チャネル 7 と 13

を使うリーダ／ライタに分けて使用されることが推奨されている。なお、この周波

数帯（865MHz～868MHz）は、SRD（Short Range Device）（EN 300 220-1）と共用さ

れる。このデンスモードは、2009年末に制度化された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 欧州の 4チャネルプラン（ETSI TS 102 562 V1.1.1 から抜粋） 

 

  ２．１．２ 欧州における今後の電子タグの周波数拡大動向 

欧州では、電子タグ及び SRD機器が今後 15年で急激に拡大することが予想され、通

信距離の伸長、読取り性能向上及び通信の高速化のために、表 2-3 に示す新しい周波

数帯域割当ての検討が進められている。 

 

表 2-3 欧州提案のチャネルプラン（ETSI TR 102 649-2 V1.1.1: 2008-09） 

Frequency bands Power Duty cycle Maximum Channel 

bandwidth 

Notes 

Interrogators: 

915 MHz to 921 MHz  

Interrogator centre frequencies 

fc 

915,5MHz、916,7MHz、917,9MHz、

919,1MHz、920,3MHz 

 4 W ERP. on a 

single 

interrogator 

channel for each 

individual 

interrogator 

No mandatory limit 

for transmitter 

on-time. However 

interrogators will 

not be allowed to 

transmit longer than 

is necessary to 

perform the intended 

operation 

 

 

fc ± 200 kHz 

Interrogator

s may operate 

in any of the 

four high 

power 

channels 

 

 

Tags: 

Between 915MHz to 925 MHz 

< -10 dBm ERP. per 

tag 

 fc ± 1 000 kHz 

for tag response 

 

NOTE: fc are the carrier frequencies of the interrogators. 

 

新しい周波数帯では、図 2-3に示す 915MHz～921 MHz に 4つの送信専用チャネル（チ

ャネル幅 400kHz、出力 4W ERP）が 1.2MHz 離れて配置される予定である。このため高

速通信が可能となり、また受信チャネルが送信チャネルと重なることがないため通信

性能の向上が見込まれている。 

 

 

Tag response 

(4) (7) (10) (13) 
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図 2-3 欧州における電子タグ及び SRDの新しい周波数割当提案 

（ETSI TS 102 902 V1.1.1(2011-02)から抜粋） 

 

２．２ アクティブ系小電力無線システムの国際標準化動向 

  ２．２．１ IEEEにおける標準化動向 

 アクティブ系小電力無線システムは、SRD として各種標準化団体により国際標準化

が進められており、代表的な規格として IEEE802.15.4 シリーズがある。スマートメー

ター間の無線方式(PHY 層)を規定する IEEE802.15.4g 及び産業用途向けに MAC 層の拡

張を規定する IEEE802.15.4e は、ともに本年 12月頃標準化完了予定である。また、IEEE

内において、IEEE802.11ah（1GHz以下の免許不要バンド(TV ホワイトスペースを除く）

で動作する OFDM 物理層と、それをサポートする MAC 層拡張機能の規格)及び

IEEE802.15.4f（非常に低い DUTY で高密度に運用され、消費電力に対する要求が厳し

く国際的に利用されるアクティブ RFID について特化した規格）の標準化が進められて

いる。 

 

２．２．２ 他国における周波数割当状況 

 UHF 帯のアクティブ系小電力無線システムに適用する他国の周波数帯は、欧州では

868MHz 帯、米国では 915MHz 帯が利用されている。日本では、これまで 950MHz 帯が利

用されていたところである。用途としては、各種センシングのための近距離通信、パ

ッシブシステムに比べて通信距離の長いタグシステム及び高速移動体検出等の用途に

ついて検討がなされている。 

 表 2-4に、欧州における SRDの運用に関する勧告のうち、868MHz 帯における規定の

概要を示す。欧州においては、周波数拡散（DSSS ：Direct Sequence Spread Spectrum）

や周波数ホッピング（FHSS：Frequency Hopping Spread Spectrum）等の変調方式の採

用の場合、周波数帯幅は最大で 3MHz としている。また、表 2-5に欧州と米国の UHF 帯

アクティブ系小電力無線システムの諸元について示す。 
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表 2-4 欧州における SRD の運用に関する勧告（ERC/REC 70-03）のうち 

868MHz 帯における規定の概要（2011 年 2月 9日） 

周波数帯 送信電力 (ERP） 
デューティ・ 

サイクル 
チャネル幅 

最大送信

時間 

最小停止時

間 

863MHz～

870MHz  
25mW以下  

0.1%以下 

又は LBT 

≤ 100 kHz 

47チャネル以上の FHSS変調  

又は、 

≤ 100 kHz 

ただし、１チャネルだけの利用で

は全帯域が利用可 

 0.72秒  0.72秒  

865～868MHz 

1%以下 

又は LBT 

 3.6秒  1.8秒  

865MHz～ 

868Hz  

10mW以下 

6.2dBm /100 kHz 

1%以下 

又は LBT 

200 kHz ～3MHzDSSS変調、 

FHSS 以上の広帯域変調 
 3.6秒  1.8秒  

868MHz～ 

868.6MHz 
25mW以下 

1%以下 

又は LBT 

 
3.6秒 1.8秒 

868.7MHz～ 

869.2MHz 
25mW以下 

0.1%以下 

又は LBT 

 
0.72秒 0.72秒 

869.4MHz～ 

869.65MHz  
500mW以下  

10%以下 

又は LBT  

25kHz 

ただし、1チャネルだけの利用で

は全帯域が利用可 

36秒  3.6秒  

869.7MHz～ 

870MHz  
5mW以下  100%まで    

出展：ERC RECOMMENDATION 70-03 (Version of 9 February 2011) 

 

表 2-5 欧州と米国における UHF帯アクティブ系小電力無線システムの諸元 

 欧州 米国 

 ERC（欧州無線通信委員会）(European Radio 

communications Committee) 

ERC/REC 70-03 : RELATING TO THE USE OF SHORT 

RANGE DEVISES (SRD) 

ETSI（ﾖｰﾛｯﾊﾟ通信標準化協会)(European 

Telecommunications Standards Institute) 

EN 300 220-1 

FCC（連邦通信委員会） 

(Federal Communications Commission) 

FCC PART 15 : RADIO FREQUENCY DEVICE 

Code of Federal Regulations Title 47 (2009 

edition 

FCC 15.247: Operation within the bands 902

～928MHz etc. 

FCC 15.205: Restricted bands of operation 

FCC 15.209: Radiated emission 

limits;general requirements 

送信装置   

送信周波数

及び空中線

電力 

863-870MHz  

＜狭帯域通信方式＞、＜FHSS＞ 

25mW（ERP） 

＜DSSS＞ 

902-928MHz 

＜DSSS＞ 

 8dBm/3kHz 以下 

＜FHSS＞ 
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25mW（ERP）、- 4.5 dBm/100 kHz 

ただし、下記帯域では、 

865-868MHz 

10mW（ERP）、+6.2 dBm/100 kHz  

865-870MHz 

10mW（ERP）、+0.8 dBm/100 kHz  

 チャネル数 50以上：1W 

 チャネル数 50未満：0.25W 

 +空中線利得 6dBi 

＜狭帯域通信方式＞ 

 50mV/m（測定距離 3m） 

周波数の許

容偏差 

±100ppm （規定なし） 

伝送方式及

び変調方式 

FHSS方式、DSSS方式、 

狭帯域通信方式 

FHSS方式、DSSS方式、 

狭帯域通信方式 

拡散帯域幅 ＜DSSS＞ 

200kHz 以上 3MHz以下 

＜DSSS＞500kHz以上 

＜FHSS＞500kHz以下 

スプリアス

発射の強度

の許容値 

47-74MHz、87.5-118MHz、 

174-230MHz、470-862MHz 

・4nW[-54dBm]以下 (Operating) 

・2nW[-57dBm]以下 (Standby) 

1,000MHz 以下のその他の周波数 

・250nW[-36dBm]以下(Operating) 

・2nW[-57dBm]以下(Standby) 

1,000MHz 以上 

・1μW[-30dBm]以下(Operating) 

・20nW[-47dBm]以下(Standby) 

【上記は全て 100kHz幅での ERP】 

1GHz未満：-20dBc/100kHz 

1GHz以上：-20dBc/1MHz 

ただし FCC 15.205 にて定められた帯域では下

記を適用 

1.705-30MHz：30μV/m (測定距離 30m) 

 （参考 EIRP近似値：-46dBm） 

30-88MHz：100μV/m (測定距離 3m) 

 （参考 EIRP近似値：-55dBm） 

88-216MHz：150μV/m (測定距離 3m) 

 （参考 EIRP近似値：-52dBm） 

216-960MHz：200μV/m (測定距離 3m) 

 （参考 EIRP近似値：-49dBm） 

960MHz以上：500μV/m (測定距離 3m) 

 （参考 EIRP近似値：-41dBm） 

送信制御 0.1%以下又は LBTの場合 

送信 0.72s 以下 停止 0.72s以上 

1%以下又は LBTの場合 

送信 3.6s 以下 停止 1.8s以上 

10%以下又は LBTの場合 

送信 36s 以下 停止 3.6s以上 

（規定なし） 

受信装置   

副次的に発

する電波等

の限度 

1GHz未満の周波数においては 2nW以下、1GHz

以上の周波数帯においては、20nW以下である

こと 

（規定なし） 
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また、アジア各国におけるアクティブ系小電力無線システムの諸元を表 2-4に示す。 

 

表 2-6 アジア各国におけるアクティブ系小電力無線システムの諸元 

国名 日本 中国 韓国 

主管庁 総務省 
Ministry of Information 

Industry 

Korea 

Communications 

Commission 

規格 
無線設備規則 

（民間規格：ARIB Std.T-96） 
Doc. #6326360786867187500 

Korean Regulations 

2008-137 

送信装置    

送信周波数 951-958MHz 840-845 / 920-925MHz 917-923.5MHz 

周波数帯域

幅 

200/400/600/800/1,000kHz 250kHz 200 kHz (FH) 

2MHz (w/o FH) 

空中線電力 1 mW / 10 mW 100mW 3 mW / 10 mW (ERP) 

周波数の許

容偏差 

±20ppm ±20ppm ±40ppm 

スプリアス

発射の強度

の許容値 

-710MHz －36dBm/100kHz 

710-945MHz －55dBm/1MHz 

945-958MHz －55dBm/100kHz 

958-960MHz －58dBm/100kHz 

960-1000MHz －36dBm/100kHz 

1000MHz- －30dBm/1MHz 

1900MHz 帯 －55dBm/1MHz 

30MHz-1GHz:–36dBm/100 kHz 

1GHz-12.75GHz:–30dBm/1MHz 

806MHz-821MHz、825MHz-835MHz 

851MHz-866MHz、870MHz-880MHz 

885MHz-915MHz、930MHz-960MHz 

–52dBm/100kHz 

1GHz未満：–36 dBm / 

100 kHz 

1GHz 以上：

-30dBm/MHz 

送信制御 a) ｷｬﾘｱｾﾝｽ(10ms) 

b) ｷｬﾘｱｾﾝｽ(128s) + LDC 10% 

c) LDC 0.1% 

送信継続時間 最大 100ms(b,c) 

送信休止時間 最小 

100ms(a,b,c) 

規定なし FH >16ch / 0.4sec 

ｷｬﾘｱｾﾝｽ 5ms 

送信継続時間 最大

4s 

送信休止時間 最小

50ms 

LDC 2% 

受信装置    

副次的に発

する電波等

の限度 

スプリアス発射の強度の許容値

と同じ 

30MHz -1GHz： 

–57 dBm / 100 kHz 

1GHz-12.75GHz： 

–47dBm / 1MHz 

1GHz未満：–54 dBm / 

100 kHz 

1GHz以上：

-47dBm/MHz 
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第３章 920MHz帯電子タグシステム等の利用周波数帯 

３．１ 900MHz帯の周波数割当状況 

 900MHz～950MHz の周波数帯においては、現在、携帯電話、パーソナル無線、MCA（マ

ルチチャネルアクセス無線（Multi Channel Access radio system）以下、「MCA」という。)、

950MHz 帯電子タグシステム、STL（Studio to Transmitter Link）に割り当てられてお

り、960MHz 以上は航空無線に割り当てられている。現在の割当て状況を図 3-1 に示す。 

 「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまと

め（平成 22 年 11 月 30 日）の「900MHz 帯における周波数再編の基本方針」において、

パーソナル無線については 2015 年度を目処に廃止すること、MCA については 930MHz～

940MHzに移行すること、電子タグシステムについては、欧米等での割当て状況を踏まえ、

国際競争力の観点から 915MHz～928MHzに移行することが示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1  現在の 900MHz帯の周波数割当状況 

 

３．２ 920MHz帯電子タグシステム等の利用周波数帯 

 「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまと

め（平成 22年 11月 30日）の「2015 年/2020 年に向けた周波数確保の基本方針」におい

て、電子タグシステムについては、電力・ガス分野におけるスマートメーターの導入等

に支障を来さないよう早急に 900MHz 帯の再編スケジュールを確定すべきであり、その際、

2012 年を目標として５MHz 幅を追加すべきであるとされている。また、「900MHz 帯にお

ける周波数再編の基本方針」では、上述のとおり５MHz 幅を追加することを含め、電子

タグシステムの利用周波数を、現行の 950MHz～958MHz から 915MHz～928MHz に移行する

こととされている。 

 このとりまとめ結果を踏まえ、電子タグシステムの利用周波数帯の基本的な考え方を

図 3-2に示す。 
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図 3-2 電子タグシステムの利用周波数帯の基本的な考え方 
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第４章 920MHz帯電子タグシステム等の技術的条件に関する検討 

 

 ４．１ 920MHz帯パッシブタグシステムの要求条件 

 現在、950MHz 帯電子タグシステムについては、950MHz～958MHzにおいて図 4-1のチャ

ネルプランにあるとおり、パッシブタグシステム及びアクティブ系小電力無線システム

を共存しつつ、それぞれのチャネルが割り当てられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 950MHz帯電子タグシステムのチャネルプラン 

 

 今回、920MHz 帯パッシブタグシステムの検討にあたり、従来の 950MHz 帯パッシブタ

グシステムの割当状況を踏まえ、高出力型、中出力型及び低出力型の検討を行った。 

 

  ４．１．１ 高出力型パッシブタグシステムの高度化 

 高出力型については、950MHz帯パッシブタグシステムにおいて、ミラーサブキャリ

ア方式が適用可能な LBT なしチャネルを４チャネル、FM0 方式が適用可能なチャネル

を 21 チャネル割当てられていたが、今回の 920MHz 帯パッシブタグシステムの検討に

あたり、以下のとおり高密度設置、高速通信及び欧州との整合を考慮した結果、ミラ

ーサブキャリア方式を中心とした割当を行うこととした。 

 

   (1) 高密度設置の実現 

 高出力型パッシブタグシステムは、特定の構内において設置・運用される無線局

及び登録局（構内無線局）として制度化されており、数 m 程度の比較的長い通信距

離を確保する必要があるような業務用のアプリケーション（例えば、コンテナやパ

レットなどに貼付したタグの読み取り等）に適用されている。 

 具体的には第２章の図 1-2 に示すような配送センターにおいて、多数の高出力型

リーダ／ライタをゲート状に並べて入出荷検品作業を効率化するために利用される

ことが多い。 

【パッシブ】 

構内無線局（免許局：1W以下、LBTなし）：4チャネル 

構内無線局（登録局：1W以下、LBTあり）：21チャネル 

簡易無線局（250mW 以下）：21チャネル 

特定小電力無線局（10mW以下）：27チャネル 

【アクティブ】 

特定小電力無線局（1mW以下）：33チャネル 

特定小電力無線局（10mW以下）：17チャネル 
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 現在、制度化されている 950MHz帯パッシブタグシステムのチャネル配置において

は、図 4-2 にスペクトル例を示している、FM0 方式とミラーサブキャリア方式が混

在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 FM0 方式とミラーサブキャリア方式のスペクトル例 

 

 FM0 方式はリーダ／ライタからの送信波とタグからの応答波を同一チャネルにて

通信する方式であり、近傍のリーダ／ライタとの干渉を回避するため、送信前にチ

ャネルの使用状況を確認する LBT を実施する必要がある。しかし、物流ゲートが密

集するアプリケーションに適用する場合、チャネル数が足りず、必要なタイミング

で通信できない「LBT 待ち」が頻発し運用に耐えられない可能性がある。一方、ミ

ラーサブキャリア方式はリーダ／ライタからの送信波とタグからの応答波が異なる

チャネルで通信する方式であり、非常に微弱なタグからの応答波が他のリーダ／ラ

イタからの送信波による干渉を回避できるため、リーダ／ライタの高密度配置が可

能となる。 

 以上のことから、920MHz 帯パッシブタグシステムにおいては、高密度配置が可能

で周波数の使用効率に優れたミラーサブキャリア方式が主流となる見込みであり、

現在と同様に４チャネル程度のミラーサブキャリア方式のチャネルを確保し、さら

にタグ応答波のチャネルを優先的に使用可能なチャネル配置とする必要がある。 

 

   (2) 高速通信の実現 

 前述した物流ゲートアプリケーションでは、ゲート通過中に物品に貼付されたタ

グを一括で読取ることが求められる。国内事例における一括読取り枚数は、従来は

100 枚／秒（ダンボール 100 個）程度であった。しかし近年は、パレット等のリタ

ーナブル容器において、200枚～300 枚／秒程度の一括読取りを要求されるようにな

り、現行 950MHz 帯における技術基準においては、リーダ／ライタからの送信波を

200kHz 幅、タグからの応答波を 200kHz 幅としていることから、タグからの応答信

号の高速化に限界がある。また海外ではダンボール内の個品を含めた数百枚を超え

る読み取りが要求されてきており、国際競争力やアプリケーションの国際協調の観

点から、現行以上の高速通信を可能とする技術基準を検討する必要がある。 

 高密度配置が可能なミラーサブキャリア方式において、さらに高速通信を実現す

FM0（Tx40kbps Rx100kbps)

200-200

Miller (Tx40kbps Rx100kbps)

-300 300

FM0方式（送信 40kbps、受信 100kbps） 

ミラーサブキャリア方式 

（送信 40kbps、受信 100kbps） 

単位 kHz 単位 kHz 

タグからの応答波 
タグからの応答波 

リーダ／ライタの送信波 
リーダ／ライタの送信波 
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るためには、タグからの応答波を受信する帯域を広く確保することが必要である。 

 受信帯域幅 200kHz の現行方式と、受信帯域幅が 1,000kHz の受信帯域幅拡張方式

の両方について、想定される要求仕様及びタグ応答波の受信帯域の広さと読取り速

度（理論値）の比較を表 4-1に示す。 

表 4-1 読取り速度の比較 

読取り対象 必要読取

り速度 

[枚／秒] 

読取り速度の理論値（※）[枚／秒] 

＜現行方式＞ 

送信帯域幅：200kHz 

受信帯域幅：200kHz 

＜受信帯域幅拡張方式＞ 

送信帯域幅：200kHz 

受信帯域幅：1,000kHz 

従来(ダンボール) 100 170-220（対応可能） 350-450（対応可能） 

近年(リターナブル容器) 250 170-220（対応不可） 350-450（対応可能） 

海外(個品) 400 170-220（対応不可） 350-450（対応可能） 

 (※) パッシブタグの標準規格である ISO/IEC18000-6Cを基にした理論値 

 

 表 4-1に示すとおり、現行方式の受信帯域幅 200kHzでは、近年要求されているリ

ターナブル容器（250枚／秒）や海外における個品（400枚／秒）の一括読取りが困

難な状況である。これに比べて受信帯域幅を 1,000kHzにすることで読取り速度（理

論値）が現行方式の約 2 倍となり、現行方式では実現困難なリターナブル容器や個

品の一括読取りが計算上は実現可能となる。 

 このように受信帯域幅を拡張することで、送信帯域幅が現行と同じ 200kHz のまま

でも、高速通信が可能であり、国際競争力を保った装置の実現が可能である。なお、

タグ応答波の幅については、リーダ／ライタからのコマンドにより変更可能であり、

特段タグを新たに張り替える必要等はない。 

 

(3) 欧州のチャネル幅との整合性 

 今回検討を行っている 920MHz帯は、図 4-4のとおり、米国を始めとする諸外国で

電子タグシステムに割当てられている周波数とほぼ重なる。欧州においては、２．

１節で示したとおり、ミラーサブキャリア方式を中心に、チャネル幅 400kHz での検

討を行っているが、十分な高速通信と国際競争力を保った装置の実現が可能である

ことから、今回、920MHz 帯パッシブタグシステムについては以上の(2)の検討結果

を踏まえ、チャネル幅 200kHz とする。 

 なお、欧州向けで製造されたアンテナとタグについては性能の劣化が尐なく、そ

のまま利用でき、400kHz幅のリーダ／ライタについては、200kHz 幅への変更は容易

に可能であることから、周波数幅を一致させる必要はない。 

また、リーダ／ライタは、海外のスプリアス規定に合わせるためにはフィルタ等

のハードウェア変更は一部必要だが、周波数や送受信レート等はソフトウェアの設

定変更で対応可能と見込まれる。よって、日本国内メーカが、コストや性能面での

競争力を有する装置を海外市場に展開することが容易になると期待される。 
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（4） 電子タグへの書込みニーズ 

 従来のパッシブタグは、識別コードである数百 bit程度の IDのみ格納可能であり、

関連するデータは ID と紐付けてバックエンドのシステム側で管理する方式が主流

であった。しかし近年、ID以外のデータも格納可能な大容量メモリを搭載した電子

タグが市場に出始めており、従来バックエンドで管理していた情報を電子タグ側に

格納するソリューションが期待されている。 

 具体的には、航空分野などのメンテナンス情報管理用途として、メンテナンス精

度を高めるため従来の識別コードだけでなく、部品情報や整備情報などを格納でき

る大容量メモリタグのニーズが高まっている。運用においては大容量メモリ内容の

参照が主であるが、タグの製造過程でのメモリ試験及び初期情報の格納処理におい

て、限定された場所（タグ製造工場など）ではあるが大容量データの書込みを低コ

ストで行う必要が発生する。現状は、これに対応するため送信チャネル（200kHz 幅）

を 3ch 束ねて 160kbps の速度でデータ送信することで、チャネルを束ねない場合の

40kbpsに比較して試験時間を約 1/4(64KB メモリ容量の場合：20 分→5分)に低減し

ている。 

 以上のことから、限定的な用途ではあるが、リーダ／ライタからタグへの送信速

度を更に高速化するニーズはある。中低出力型のチャネル数を確保しつつ、かつ本

ニーズに対応するためには、高出力型において送信チャネルを３チャネル程度束ね

る必要がある。 

 なお、前述した物流ゲート用途などにおける高密度配置、高速通信を阻害しない

チャネル配置が必要であり、またタグの製造過程での試験という目的から、束ねて

使用するすべてのチャネルをキャリアセンスすることにより他リーダ／ライタから

の干渉を回避し、干渉のない状態でのタグの性能確認を行うことが必要である。 

 

 ４．１．２ 中出力型パッシブタグシステムの利便性向上 

 中出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムは、出力 250mW 以下の簡易無線局として制

度化されており、通信距離が 2m程度である。店舗のバックヤードにおけるハンディタ

イプのリーダ／ライタによる商品の棚卸しや、コンビニ等における集配・回収業務等

のアプリケーションに適している。またセキュリティ用途として、オフィスなどにお

ける入退出管理アプリケーションへの適用も見込まれている。利用イメージの詳細に

ついては、参考資料１のとおり。 

 以上のようなアプリケーションに適用するためには、いつでも、どこでも、誰でも

使用できる利便性が必要であり、免許不要で使用できることが望まれる。第 176 回国

会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法

律第 65 号）が成立したことから、免許不要局の空中線電力の上限が最大で 1W に緩和

されることを受け、中出力型の空中線電力は 250mW 以下のまま、特定小電力無線局と

して検討を行うことが適当である。 
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  ４．１．４ 低出力型パッシブタグシステムの普及促進 

 低出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムは出力 10mW 以下の特定小電力無線局とし

て制度化されており、通信距離が数 cm～数十 cm 程度である。ハンディタイプが主流

で、従来、第２章の図 1-3 及び図 1-4 に示すような棚卸し等のアプリケーションに適

用されている。 

 また最近では携帯電話への内蔵が実現しており、図 4-3 に示すようにモバイルリー

ダライタによる新たな Saas アプリケーションサービス展開が期待されている。さらに

は UHF帯のみのリーダ／ライタ内蔵に限らず、13.56MHz、2.4GHz帯等他の周波数帯の

リーダ／ライタ機能を併せ持つマルチモードのリーダ／ライタの携帯電話内蔵も既に

実現されている。これにより 13.56MHz による個人認証機能と融合した多くの新しいサ

ービスが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 低出力型パッシブタグシステムの利用例（新たな Saas サービス） 

 

 上記のように携帯電話内蔵型のリーダ／ライタやハンディ型のリーダ／ライタは、

今後大きな数量で展開され、かつ活用される場所も多岐に渡り、今後さらに市場が拡

大すると見込まれる。以上のことから、低出力型 950MHz 帯パッシブシステムにおいて

は、使用可能なチャネルが 11 チャネル配置されていることから、920MHz 帯において

も現行並みのチャネル数確保が必要である。 

 

 ４．２ 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの要求条件 

 第１章で述べたとおり、国際競争力の観点から 920MHz 帯に移行するため、欧米及びア

ジア諸国での割当状況を踏まえて、国際的に協調性の高い周波数割当及び条件の検討を

行う。また、今後スマートメーター等の導入に向けて 5MHz幅の拡充がなされることから、

スマートメーター等に最適な割当てを考慮する。この際、、単にスマートメーター等の専
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用帯域を 5MHz追加するのではなく、パッシブタグシステムや既存のアクティブ系小電力

無線システムの特性を考慮した上で、それぞれのシステムが最適に共用できるよう、周

波数割当と条件の検討を行う。 

 また、第 176 回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する

法律（平成 22 年法律第 65 号）が成立したことから、免許不要局の送信出力上限が最大

で 1Wに緩和されることを受け、920MHz帯アクティブ系小電力無線システムにおいても、

従来の 950MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの最大 10mW ではなく、最適な送信出

力の検討を行うことが適当である。 

 なお、今回の対象となる周波数は 915MHz～928MHz であるが、送信出力を 1mW程度に制

限することで、MCA とのガードバンドとされている 928MHz～930MHz を MCA へ影響を与え

ることなく利用できる可能性がある。そこで本委員会では、対象となる周波数の範囲を

915MHz～930MHzとして検討を行うものとする。 

 

  ４．２．１ 国際協調 

 ４．１．１節で述べたとおり、920MHz 帯の割当予定である周波数(915MHz～928MHz)

は、図 4-4 のように、米国をはじめとした諸外国で既に電子タグシステム用途で利用

されている周波数を含んでおり、諸外国との装置流通や共通化による市場の活性化が

期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 電子タグシステム用途の諸外国における周波数割当状況 

 

 日本で製造した機器を海外へ輸出する場合、又は逆に諸外国で製造された機器を日

RFID 

950 940 

STL 

○ 豪州 【918-926MHz ： 8MHz】 

○ 中国 【920.5-924.5MHz ： 4MHz】 

○ 韓国 【917-923.5MHz ： 6.5MHz】 

○ 欧州 【865-868MHz ： 3MHz】 

 （検討中  915-921MHz ： 6MHz） 

○ 米国 【902-928MHz ： 26MHz】 

915 928 

902 928 

915 921 865-868 

917 923.5 

920.5 924.5 

918 926 

○ 日本（移行後） 【915-928MHz】 
（案） 

（検討中） 
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本へ輸入して使用する場合は、近い周波数であれば、利用できるチャネルを変更した

り各国の法令に合わせて設定を変えたりすることで、機器を流通させることが可能と

なる。920MHz 帯は 950MHz 帯よりも諸外国との周波数が近くなるため、特性の劣化が

尐なく利用できることが期待され、競争力を保った機器を提供可能となる。 

 一方、物流や携帯機器等で、日本と諸外国の間で動作させながら機器を移動させる

場合は、周波数が一致していることが必要となる。処理能力の高い CPU を搭載した携

帯機器等では、それぞれの国に合わせて周波数変更を行うことも可能ではあるが、タ

グのような安価な装置では周波数変更は困難である。そこで、諸外国の周波数割当て

と重なるチャネルを確保し、そのチャネルでの条件はなるべく共通とすることが適当

である。 

 

  ４．２．２ パッシブタグシステムとの関係 

 950MHz 帯は、元々パッシブタグシステム向けに割り当てられていた帯域に対して、

アクティブ系小電力無線システムの共用条件を後から追加した経緯もあり、パッシブ

タグシステムの特性に合わせた条件をアクティブ系小電力無線システムへもそのまま

適用しているものが多い。 

 パッシブタグシステムは、電池を持たないタグに対して、リーダ／ライタが連続送

信することでタグが返答する構成である。リーダ／ライタは、短時間で通過する複数

のタグと的確に通信するために、長く送信し続けることが必要となる。一方、他のシ

ステムとの共用のためには、一定間隔で休止時間を設けることも必要である。10 程度

の複数のチャネルに対して空いているかをキャリアセンスする仕組みのシステムを想

定しており、950MHz 帯パッシブタグシステムにおいて、5ms又は 10ms のキャリアセン

ス時間に対して、10 倍の 50ms 又は 100ms の休止時間を規定し、それに対する連続送

信時間は 4秒又は 1秒とさらに長く規定されている。 

 一方、アクティブ系小電力無線システムはさまざまな構成のシステムがある。スマ

ートメーターの無線システムやセンサーシステムでは、数 ms から数百 ms 程度の短い

フレームの信号を低頻度で通信する構成のシステムが主流である。またテレコントロ

ール等のシステムでは人が操作するため、送信時間は数百 ms から 1秒程度になるもの

もある。電池駆動のシステムも多く、送信しない時間は受信機能も停止して「スリー

プ」させることが一般的である。 

 このようなアクティブ系小電力無線システムだけを運用させる場合には、フレーム

を送信する前に 128μs程度の短いキャリアセンスをすることで干渉は回避できる。特

に電池駆動のシステムでは、キャリアセンスによる電池消費を抑えるためにも、キャ

リアセンス時間は必要最低限に抑えることが重要であり、システムの特性によっては、

送信出力を小さく限定することで、キャリアセンスなしでも十分共用できるものもあ

る。また、キャリアセンスなしとすることで受信回路が不要になり、より安価な装置

構成をとることが可能となる。 

 しかし、パッシブタグシステムとの共用を考慮すると、キャリアセンス時間や休止
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時間は同程度に長く規定する必要があり、950MHz 帯ではパッシブタグシステムとの共

用を考慮した条件として規定となっている。このため、アクティブ系小電力無線シス

テムとしては最適の条件になっていない。特に連続送信期間中は休止時間を設けずに

フレームを再送信できる規定になっており、その再送信の際にはキャリアセンスを行

わないシステムもあるため、フレーム単位の共用が不十分である。また、パッシブタ

グシステムとしても、４．１節に示したようにミラーサブキャリア方式を利用する場

合は、弱いタグ信号だけが利用するチャネルがあり、キャリアセンスだけでは共用を

完全に担保するのが難しい。 

 そこで本委員会では、スマートメーター等を考慮して 5MHz 幅の帯域が追加されるこ

とから、ミラーサブキャリア方式のパッシブタグシステムを重視したチャネルと、ス

マートメーター等のセンサーシステムを重視したチャネルを割当て、それぞれの特性

を活かせる条件を検討することとする。また、それ以外のパッシブタグシステムとア

クティブ系小電力無線システムの共用を考慮したチャネルも割当て、周波数利用効率

も高めるものとする。 

 アクティブ系小電力無線システムとしては、以下の要求条件を考慮して検討を進め

る。 

（アクティブ系小電力無線システムの利便性向上） 

 パッシブタグシステムとの共用を考慮するチャネルを除き、キャリアセンス時

間は 128μsに統一し、フレーム送信ごとに 2ms程度の短い休止時間を定め、フ

レーム単位の公平性を高める。 

 フレーム単位の共用性を高めるため、全てのフレーム送信に対してキャリアセ

ンスを行う。 

 パッシブタグシステムとの共用を考慮するチャネルを除き、10%程度の送信時間

総和に制限し、複数のシステムの共用率を高める。 

 送信出力等を制限することでキャリアセンスなしの条件を規定し、受信回路を

持たない安価なリモコンやタグシステムを利用できるようにする。 

（パッシブタグシステムとの共用） 

 パッシブタグシステムとの共用を考慮するチャネルでは、これまで同様、パッ

シブタグシステムの条件を考慮したキャリアセンス時間、送信時間制御を利用

できるようにする。 

 

  ４．２．３ 送信出力 

 950MHz帯のアクティブ系小電力無線システムは、全て免許不要の特定小電力無線局

として規定されており、送信出力は最大 10mW である。この送信出力でもある程度の応

用システムへは適応できているが、一部の用途には不十分なものもある。 

 例えば、送電線の鉄塔間の通信や、橋梁/トンネル/高速道路等の構造物管理、山間

部の環境/人/鳥獣の監視等、郊外におけるセンサーシステムの応用例では、長距離デ

ータ伝送が必要なシステムが多く、地形や構造物による電波遮蔽の影響もあるため、
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安定した通信を実現するには数百 mW程度の高い送信出力が必要となる。また、小さい

内蔵アンテナが必須であり、かつ、電波特性的に設置環境が悪いスマートメーター等

は、内蔵アンテナの減衰分や集合住宅のパイプシャフトでの減衰、又は地面下に設置

される水道メーターの地面での減衰等を補うために、数十 mW から数百 mW 程度の送信

出力が望ましい。 

 また、欧米等では日本よりも高出力な規定がなされている。米国 FCC では表 2-2 の

ように 1Wの最大送信出力を規定しており、欧州 ETSI では、図 2-3のように 915MHzの

検討に際して、25mW(ERP)の SRDの検討もなされている。国際協調の観点からもこれら

の送信出力を考慮する必要がある。 

 これらの状況を考慮して、アクティブ系小電力無線システムとしては、以下の要求条

件を考慮して検討を進める。 

 郊外等の長距離伝送の用途を考慮して、パッシブタグシステムで実績のある

250mW の送信出力をアクティブ系小電力無線システムへも適用することを検討

する。ただし、LTEや MCA 及び低い送信出力システムへの干渉を考慮して、利用

できるチャネルの制限を行う。 

 ETSI で 25mW（ERP）の検討が進められている状況を考慮し、20mW の送信出力の

ものの検討を行う（アンテナ利得 3dBi として計算）。 

 国際協調を考慮し、欧米の周波数と重なる 915MHz～921MHz 及び MCA とのガード

バンドとなっている 928MHz～930MHz において、多くのチャネル配置が可能とな

るようチャネル幅を 100kHz とし、1mW の送信出力のものの検討を行う。 

 

 ４．３ 920MHz帯電子タグシステム等のチャネルプラン等について 

 ４．１節及び４．２節の要求条件を踏まえ、920MHz 帯電子タグシステム等のチャネル

プランは図 4-5のとおりとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 920MHz帯電子タグシステムのチャネルプラン 

 

 ４．４ 920MHz帯電子タグシステム等の防護指針への適合性等について 

  ４．４．１ 電波防護指針への適合について 

 電波法施行規則第 21条の３では、電波のエネルギー量と生体への作用との関係が定

量的に明らかにされており、これに基づき、システムの運用形態に応じて、電波防護

指針に適合するようシステム諸元の設定に配慮する必要がある。 
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 表 4-2 に示す電波防護指針の基準値に照らした適合性について以下のとおり検討を

行った。 

 

表 4-2 電波防護指針の基準値（抄） 

周波数 f [MHz] 電界強度 磁界強度 電力束密度 平均時間 

300MHzを超え

1.5GHz以下 

1.585 f 1/2 

[V/m] 

f 1/2 / 237.8 

[A/m] 

f / 1500 

[mW/cm2] 
6分 

注 上表では、電界強度、磁界強度、電力束密度の数値がそれぞれ規定されているが、

自由空間における波動インピーダンスは 120π［Ω］であるので、各数値の意味は同

一である。 

 

   (1) 前提条件 

① 920MHz 帯の電波防護基準値の算出 

  表 4-2 より、920MHz 帯電子タグシステム等の周波数を 920MHz とした場合の電

界強度等は以下のとおり。 

      ・電界強度 ：E（V/m）＝1.585×9201/2＝48.075 

      ・磁界強度 ：H（A/m）＝9201/2／237.8＝0.128 

      ・電力束密度：S（mW/cm2）＝920／1500＝0.613 

 

     ② 920MHz 帯電子タグシステム等の諸元 

  920MHz 帯電子タグシステム等の周波数は、915MHz～930MHzまでであり高出力型

920MHz 帯パッシブタグシステム、中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステム及び

920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの空中線利得、空中線電力及び最大

EIRP表 4-3 のとおりである。 

表 4-3 920MHz帯電子タグシステム等の最大 EIRP 等 

 空中線利得 空中線電力 最大 EIRP 

高出力型 920MHz 帯パッシブタグシステム 6dBi 1W 4W 

中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステム 3dBi 250mW 0.5W 

920MHz 帯アクティブ系小電力無線システム（250mW 型） 3dBi 250mW 0.5W 

920MHz 帯アクティブ系小電力無線システム（20mW 型） 3dBi 20mW 0.04W 

920MHz 帯アクティブ系小電力無線システム（1mW型） 3dBi 1mW 0.002W 

 

③ 電波の強度の算出式（無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定

方法（平成 11年郵政省告示第 300 号（平成 11年 4月 27日）より引用）） 

K
R

PG
S 

240
 

S：電力束密度[mW/cm2]  

P：空中線入力電力[W] 
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G：送信空中線の最大輻射方向における絶対利得 

R：算出に係る送信空中線と算出を行う地点との距離[m] 

K：反射係数 

すべての反射を考慮しない場合：K＝1 

大地面の反射を考慮する場合 

・送信周波数が 76MHz以上の場合：K＝2.56 

・送信周波数が 76MHz未満の場合：K＝4 

算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の建造物が存在し強い反射を生じさ

せるおそれがある場合は、算出した電波の強度に 6dB を加えること。 

 

算出に係る送信空中線と算出を行う地点との距離 Rは、 

 
S

PGK
R

40
  ・・・（式 1） 

と表すことになる。 

 

(2) 920MHz 帯パッシブタグシステムの算出結果 

 高出力型及び中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムに関し、「ケース① すべ

ての反射を考慮しない場合」、「ケース② 大地面の反射を考慮する場合」及び「ケ

ース③ 算出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の構造物が存在し強い反射を生じ

させるおそれがある場合」のそれぞれの算出結果は、表 4-4のとおりとなる。 

 なお、参考として、「平成 16 年高出力型パッシブタグ一部答申」委員会報告に示

されている高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの離隔距離及び「平成 21 年中

出力型パッシブタグ一部答申」委員会報告に示されている中出力型 950MHz 帯パッシ

ブタグシステムの離隔距離を掲載した。 

表 4-4 920MHz帯パッシブタグシステム電波防護指針を満足する離隔距離の算出結果 

 920MHz 帯 950MHz 帯（参考） 

算出方式の項目比較 高出力型 中出力型 高出力型 中出力型 

等価等方輻射電力 

（周波数） 

36dBm

（920MHz） 

27dBm

（920MHz） 

36dBm

（953MHz） 

27dBm

（954MHz） 

ケース① 22.7cm 8.0cm 22.3cm 7.9cm 

ケース② 45.5cm 16.1cm 35.7cm 12.7cm 

ケース③ 90.9cm 32.5cm 71.3cm 25.3cm 

 

(3) 920MHz 帯パッシブタグシステムの防護指針への適合性 

 高出力型920MHz帯パッシブタグシステムの離隔距離は表4-4に示すとおり約23cm

～約 91cmとなり、出力が大きい場合等において、安全施設を設けるなど、電波防護

指針に適合するよう適切に処置することが必要である。 

 中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの離隔距離は表 4-4 に示すとおり、約
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8cm～33cm となる。利用シーンは、主にハンディ型リーダ／ライタで、操作者が約

2m以内の距離内にある商品や機器に貼付されているパッシブタグとの通信すること

が想定されており、920MHz 帯パッシブタグシステムの送信時間制限は 4 秒と短く、

再読み取り等を行う場合でも、一度の運用で十数秒程度の電波発射時間であり、表

4-2 の指針で示される平均時間 6 分に比べて非常に短く、その利用形態を鑑みると

特段支障がないと考えられる。 

なお、中出力型 920MHz帯パッシブタグシステムの機器は、屋内、屋外を問わず使

用され、移動する無線局に該当することが想定されるため、電波法施行規則第 21 条

の３の適用除外の扱いとなる。 

 

(4) アクティブ系小電力無線システムの算出結果 

 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムに関し、「ケース① すべての反射を

考慮しない場合」、「ケース② 大地面の反射を考慮する場合」及び「ケース③ 算

出地点付近にビル、鉄塔、金属物体等の構造物が存在し強い反射を生じさせるおそ

れがある場合」のそれぞれの算出結果は、表 4-5のとおりとなる。 

 

表 4-5 920MHz帯アクティブ系小電力無線システム電波防護指針を 

満足する離隔距離の算出結果 

算出方式の項目比較 250mW 型 20mW 型 1mW 型 

等価等方輻射電力 27dBm 16dBm 3dBm 

ケース① 8.0cm 2.2cm 0.5cm 

ケース② 16.1cm 4.5cm 1cm 

ケース③ 32.5cm 9.0cm 2cm 

 

(5) 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの防護指針への適合性 

 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムのうち、20mW 型及び 1mW型の離隔距離

は表 4-5に示すとおり、20mW型で約 2cm～約 9cm、1mW 型で約 0.5cm～約 2cm と距離

が短く、実運用上、アンテナから人体までの距離が 10cm 程度以上確保されることか

ら、特段問題ない。また、250mW 型については、表 4-5 にあるとおり、離隔距離は

約 8cm～33cm であり、250mW 型で利用が想定されているのは、人が手に持って利用

するのではなく、スマートメーター等でルーラル地域やパイプシャフト内における

固定的な利用であり、必要な離隔距離を保てることから特段問題ないと考えられる。

今後、人が直接操作するようなアプリケーションに 250mW 型のものが利用されるよ

うな場合についても、中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムのものと同様に送信

時間制限等により、特段支障ないものと考えられる。 

 

４．４．２ 植込み型医療機器への影響について 

総務省では、各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響の調査研究
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を実施しており、950MHz帯電子タグシステムの機器に関しては、平成15年度から植込

み型医療機器（心臓ペースメーカ及び除細動器）に及ぼす影響について調査し実施し

ている。 

    平成18年度には、950MHz帯パッシブタグシステムの機器について調査を実施し、その

結果を踏まえて平成19年4月に「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす

影響を防止するための指針」（以下、「指針」という。）の見直しを実施した。関係団

体及び電波利用機器の利用者や植込み型医療機器の装着者は、この指針やその他の有益

な情報を参考にして影響の防止に努めている。 

    以上の調査結果において、高出力型950MHz帯パッシブタグシステムのうち12機種中

１機種において最大75cmの距離で影響があるとされたところである。920MHz帯電子タ

グシステム等の導入にあたり、950MHz帯電子タグシステムと周波数が異なること等の

影響を考慮し、指針の見直しを行うとともに、今後、実際の920MHz帯電子タグシステ

ム等の機器により検証することが望ましい。 
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 第５章 他の無線システムとの共用に関する検討 

 ５．１ 920MHz帯パッシブタグシステムの同時送信台数予測 

  ５．１．１ 920MHz 帯パッシブタグシステムの普及予測 

 パッシブタグシステムでは、950MHz 帯から 920MHz 帯へ周波数が移行されても使用

するアプリケーションに変化はないため、950MHz 帯パッシブタグシステムで予想した

考え方をそのまま 920MHz 帯パッシブタグシステム当てはめることができる。なお、

920MHz 帯については、特定小電力無線局の送信電力の拡大が想定され、中出力型

950MHz 帯パッシブタグシステムの局種は簡易無線局であったが、より手続き等が簡便

な特定小電力無線局となることにより、普及に弾みがつくと予測される。 

また、920MHz 帯は諸外国と共通の周波数になるため、国際的な物流を取り扱うアプ

リケーションの普及がより促進されると予測されることから、平成 26年末において

18万台程度の普及状況と予測した。詳細については、参考資料２のとおり。 

 

５．１．２ 920MHz 帯パッシブタグシステムの同時送信台数予測 

「平成 16年高出力型パッシブタグ一部答申」及び「平成 17 年低出力型パッシブタ

グ等一部答申」委員会報告においては、他の無線システムとの共用に関する検討を行

うための基礎データとして、単位面積当たりの 920MHz 帯パッシブタグシステムの設

置台数を算出し、高出力型 920MHz帯パッシブタグシステムは約 272 台／km2、低出力

型 920MHz帯パッシブタグシステムは約 86台／km2が設置されると想定した。 

中出力型 920MHz帯パッシブタグシステムの単位面積当たりの台数については、中

出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの普及予測（約 104 万台（平成 32年））（平成

21年中出力型パッシブタグ等一部答申）に基づき、さらに予測普及総数の 10％が東

京 23 区にて使用されるものと仮定し、東京 23区の面積（621km2）を勘案すると、約

169 台／km2が設置されると想定される。 

以上の数値をもとに、920MHz 帯パッシブタグシステムの稼働日、営業時間等を考慮

し、他システムとの共用に関する検討に必要な最大同時送信台数の予測を行った結果

は表 5-1のようになる。詳細については、参考資料２のとおり。 

 

表 5-1 920MHz帯パッシブタグシステムの最大同時送信台数 

システム名 最大同時送信台数（台／km2） 

高出力型 920MHz帯パッシブタグシステム 12.7 

中出力型 920MHz帯パッシブタグシステム 4.1 

低出力型 920MHz帯パッシブタグシステム 4.5 

 

 ５．２ 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの同時送信台数予測 

  ５．２．１ 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの普及予測 

「平成 19年アクティブタグ等一部答申」委員会報告の普及予測（以下、この節にお

いて「前回普及予測」という。）では、2024 年頃にアクティブ系小電力無線システム

の無線装置台数が最大普及状態になると仮定し普及予測を行った。今回は、現状をふ
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まえて前回普及予測を修正する形で 2024年の普及予測を行った。詳細については参考

資料３のとおり。 

 なお、この普及予測は、他の無線システムとの共用に関する検討を行うための基礎

データとするために、全ての条件で最大普及することを想定して計算を行っている。

今後の急速な普及が見込まれるスマートメーターに関しては、既に前回普及予測で最

大普及するとみなして考慮していたため、今回の普及予測で新しい追加はしていない。 

 計算の結果、市場全体の 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの普及予測は表

5-2のとおりとなる。 

 

表 5-2 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの総ノード数普及予測 

単位：台 

分野 2012年 2016 年 2020年 2024年 

防犯・セキュリティ 531,674 10,631,110 59,457,084 131,514,274 

食・農業 607 12,145 164,353 230,898 

環境保全 0 0 0 0 

ロボット/事務・業務 474,000 9,480,009 47,400,046 94,800,091 

医療・福祉 18,794 375,977 2,819,143 15,034,841 

施設制御 85,469 1,709,387 15,085,744 51, 273,675 

構造物管理 53 1,056 10,597 45,440 

物流・マーケティング 25,007 500,142 5,000,709 10,001,418 

自律移動支援 24,750 495,000 4,950,000 9,900,000 

市場全体 1,135,605 22,709,726 129,937,675 312,800,637 

 

  ５．２．２ 920MHz 帯アクティブ系小電力無線システムの同時送信台数予測 

本普及予測を前提とするアクティブ系小電力無線システムの同時送信台数を、参考

資料３より、18.70台／km２と推定し、送信電力別の最大同時送信台数については標準

偏差を考慮し、1mW のものは 16.69 台／km2、20mW のものは 3.91 台／km2、250mW のも

のは 1.14台／km2と想定した。 

 

 ５．３ 帯域外の他システムとの共用に関する検討 

 920MHz帯電子タグシステム等の導入を検討するにあたって、図 5-1のとおり、近傍で

将来使用される LTE（900MHz～915MHz）、MCA（930MHz～940MHz）、周波数の使用期限が平

成 24 年 7月 24日までである CDMA2000 方式 IMT-2000 システムの携帯電話（915MHz～

925MHz）について、現在ガードバンドである 925MHz～930MHz に先行的に電子タグシステ

ム等が導入された場合を検討の対象とし、これらのシステムとの干渉検討を行った。な

お、電子タグシステム間の共用検討も実施した。 
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図 5-1 920MHz帯電子タグシステム等の干渉検討の組み合わせ 

 

  ５．３．１ 干渉に関する検討の前提条件 

今回、920MHz 帯に移行又は新たに導入される 920MHz 帯電子タグシステムについて

は、表 5-3に記載の送信パラメータを用い、また、最大同時送信台数については、５．

１節及び５．２節で検討した数値を用いて干渉検討を行った。 

 

表 5-3 920MHz帯電子タグシステムの送信パラメータ 

 

パッシブタグシステム 

（リーダ／ライタ） 
アクティブ系小電力無線システム 

高出力型 中出力型 低出力型 1mW型 10mW型※ 20mW型 250mW 型 

出力 30dBm 24dBm 10dBm 0dBm 10dBm 13dBm 24dBm 

不要発射

の強度 

(参照帯域幅

100kHz) 

-58dBm 

(900MHz＜f

≦915MHz) 

-58dBm 

(930MHz≦f

≦1GHz) 

-55dBm 

（900MHz＜f≦915MHz） 

-55dBm 

（930MHz≦f≦1GHz） 

-55dBm 

（900MHz＜f≦915MHz） 

-55dBm 

（930MHz≦f≦940MHz） 

アンテナ

利得 
6dBi 3dBi 3dBi 

アンテナ

高 
1.5m 

1.5m (1mW、10mW、20mW、250mW) 

15m (20mW、250mW) 

※ 干渉検討においては、異なる使用用途を想定し、10mW型についても検討を実施 

 

また、図 5-2 及び図 5-3 に干渉の検討に用いた 920MHz 帯電子タグシステムのアンテ

ナ指向性を示す。なお、中出力型及び低出力型 920MHz 帯パッシブタグシステム並びにア

クティブ系小電力無線システムの垂直面内のアンテナ指向性は、無指向とした。 
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図 参 4-1 高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの 

 

 

図 5-2 高出力型 950MHz 帯パッシブタグシステムの 

アンテナ指向特性（水平面、垂直面） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 中出力型及び低出力型 920MHz 帯パッシブタグシステム 

並びにアクティブ系小電力無線システムのアンテナ指向特性（水平面） 

 

  ５．３．２ 携帯電話システム(LTE)への干渉 

 携帯電話委員会での検討結果のうち、「隣接周波数帯での干渉検討」（周波数再編後の携

帯電話システム上り（900MHz～915MHz）と移行先 920MHz帯電子タグシステム等（915MHz

～925MHz）間の干渉）での検討手法を踏まえ、今回、920MHz帯電子タグシステム等のスプ

リアス緩和、アクティブ系小電力無線システム(20mW、250mW)の特定小電力無線局追加に係

る新規パラメータを反映し、センサーシステム用アクティブ系小電力無線システムの新た

なる検討も含み、920MHz帯電子タグシステム等から携帯電話システムを包含するシステム

としての LTEへの干渉検討を行った。具体的な干渉検討においては、被干渉局の許容干

渉レベルに対する所要改善量を求めた上で、共存条件を求めることとした。なお、被

干渉局の干渉評価の尺度として、許容干渉レベルの他に適当な尺度がある場合は、当
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該尺度との関係について求めた。 

まず、１対１の対向モデルによる検討を行うこととし、現実的な設置条件に近い検

討モデルとして、アンテナ高低差を考慮した検討モデルにて干渉調査を実施した。本

検討モデルでは空間伝搬損失と垂直方向の指向性減衰量を足し合わせた損失が最小と

なる離隔距離、つまり最悪値条件となる離隔距離での所要改善量を算出し、２システ

ムの共存可能性について調査を行った。 

なお、干渉検討の組み合わせによっては、最悪値条件における検討モデルの他、与

干渉システム、被干渉システムの特性に応じ、離隔距離等の運用実態を反映した適切

な検討モデルについての検討を行った。 

１対１の対向モデルでは共存可能性が判断できず、与干渉システム、被干渉システ

ムの特性を考慮し、確率的な調査を適用可能と判断された場合においては、SEAMCAT

（Spectrum Engineering Advanced Monte-Carlo Analysis Tool：モンテカルロ手法を

用いた無線システム間の干渉調査を行うためのソフトウェアツール）による確率的な

調査を行った。詳細については参考資料４のとおり。干渉検討の組み合わせを図 5-4に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 干渉検討の組み合わせ 

 

干渉調査シナリオ（900MHz帯：携帯電話↑－RFID）

陸上移動局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

基地局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

陸上移動中継局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

小電力レピータ
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

電子タグ
（パッシブ）

リーダ/ライタ

電子タグ
（アクティブ）

陸上移動局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

基地局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

陸上移動中継局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

小電力レピータ
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

電子タグ
（パッシブ）

リーダ/ライタ

電子タグ
（アクティブ）

干渉調査シナリオ（900MHz帯：携帯電話↓－RFID）

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

基地局
対向器

陸上移動局
対向器

リーダ/ライタ

基地局
（携帯電話、
WiMAX(H-FDD)

又はWiMAX(TDD)）

陸上移動中継局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

小電力レピータ
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

陸上移動局
（携帯電話、

WiMAX(H-FDD)又は
WiMAX(TDD)）

電子タグ
（パッシブ）

電子タグ
（アクティブ）
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(1) 設置高 1.5m 920MHz 帯電子タグシステム等システム（915MHz～930MHz）から携帯

電話システム(LTE)上り（900MHz～915MHz）及び携帯電話システム(LTE)下り（945MHz

～960MHz）への干渉検討 

 

 SEAMCAT を利用した干渉確率計算（表 5-4）による評価において、920MHz 帯電子

タグシステム等から携帯電話システム(LTE)の基地局への干渉については所要改善

量がマイナスの値であり、共用可能である。 

 920MHz 帯電子タグシステム等から携帯電話システム(LTE)の移動局への干渉につ

いては、帯域内干渉の所要改善量が 4.6dB であるが、920MHz 帯電子タグシステム等

の製造マージンが数 dB見込まれることから共用可能である。 

 920MHz 帯電子タグシステム等から携帯電話システム(LTE)の小電力レピータ及び

陸上移動中継局への所要改善量がプラスとなるケースがあるが、実運用にあたって

は、920MHz 帯電子タグシステム等と携帯電話システム(LTE)の小電力レピータ及び

陸上移動中継局のアンテナの設置場所及び設置条件（高さ、向き、離隔距離等）を

調整することにより、共用可能である。 

 

表 5-4 920MHz 帯電子タグシステム等から携帯電話システム(LTE)への与干渉必要離隔距離 

 

新900MHz帯　携帯電話　（上り）　900MHzから915MHz帯への干渉
所要改善量 (dB) 必要離隔距離 (m) (注）

帯域内干渉[dB] -123.4 dBm/MHz -4.4 0.0

帯域外干渉[dB] -57.7 dBm -14.7 0.0

帯域内干渉[dB] -100.3 dBm/MHz 18.6 75.0

帯域外干渉[dB] -42.7 dBm 1.3 75.0

帯域内干渉[dB] -111.1 dBm/MHz 7.8 75.0

帯域外干渉[dB] -56.3 dBm -12.3 0.0

帯域内干渉[dB] -100.0 dBm/MHz 18.9 75.0

帯域外干渉[dB] -42.3 dBm 1.7 75.0

帯域内干渉[dB] -110.9 dBm/MHz 8.0 75.0

帯域外干渉[dB] -53.4 dBm -9.4 0.0

新900MHz帯　携帯電話　（下り）　945MHzから960MHz帯への干渉

被干渉システム 干渉発生確率 3％値 所要改善量 必要離隔距離 (m) (注）

帯域内干渉[dB] -106.2 dBm/MHz 4.6 75.0

帯域外干渉[dB] -49.7 dBm -5.7 75.0

帯域内干渉[dB] -99.3 dBm/MHz 11.6 75.0

帯域外干渉[dB] -46.6 dBm -2.6 75.0

帯域内干渉[dB] -110.4 dBm/MHz 0.5 75.0

帯域外干渉[dB] -59.3 dBm -15.3 0.0

帯域内干渉[dB] -117.6 dBm/MHz -6.7 0.0

帯域外干渉[dB] -62.5 dBm -18.5 0.0

帯域内干渉[dB] -102.5 dBm/MHz 8.4 75.0

帯域外干渉[dB] -48.2 dBm -4.2 75.0

帯域内干渉[dB] -112.6 dBm/MHz -1.7 0.0

帯域外干渉[dB] -58.3 dBm -14.3 0.0

（注） LTE 10 MHz BW, パッシブタグ 高出力型の最小離隔距離は 75m に設定
　　　 伝搬モデルとしては、屋外モデルのみで評価

陸上移動中継局（基地局対
向器・屋内エリア用・一体
型）

陸上移動中継局（基地局対
向器・屋内エリア用・分離
型）

被干渉
  LTE
 下り

LTE移動局

小電力レピータ（基地局対
向器・一体型）

小電力レピータ（基地局対
向器・分離型）

陸上移動中継局（基地局対
向器・屋外エリア用）

陸上移動中継局
（屋内エリア用　分離

型）

与干渉電力確率3%値

被干渉
LTE
上り

基地局

小電力レピータ

陸上移動中継局
（屋外エリア用）

陸上移動中継局
（屋内エリア用　一体

型）
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(2) 設置高 15m センサーシステム用アクティブ系小電力無線システム（920MHz～

930MHz） 20mW及び 250mW システムから携帯電話システム(LTE)上り（900MHz～

915MHz）及び 900MHz 帯携帯電話システム(LTE)下り（945MHz～960MHz）への干渉 

 

 センサーシステム用アクティブ系小電力無線システムから携帯電話システム

(LTE)の移動局への干渉については、SEAMCAT を利用した干渉確率計算（表 5-5）に

よる評価において、携帯電話システム(LTE)の移動局は、帯域内干渉の所要改善量が

3.7dBであるが、アクティブ系小電力無線システムの製造マージンが数 dB見込まれ

ることにより共用可能である。 

 

表 5-5 アンテナ高 15m センサーシステム用アクティブ 920MHz 帯電子タグシステム等 250mW 

から携帯電話システム(LTE)への与干渉必要離隔距離 

 

 

 

 

 

 

 設置高 15m センサーシステム用アクティブ系小電力無線システムは固定的な運用が

想定されることから、920MHz 帯電子タグシステム等から携帯電話システム(LTE)の基

地局、小電力レピータ及び陸上移動中継局への干渉検討に確率計算は適用できない。 

 １対１対向モデルの所要改善量の算出（表 5-6）において、センサーシステム用ア

クティブ系小電力無線システムから携帯電話システム(LTE)上りへの所要改善量にお

ける基地局、小電力レピータ及び陸上移動中継局への所要改善量が、帯域内で最大

24.9dB、帯域外で最大 19.0dB である。また、表 5-7において、センサーシステム用ア

クティブ系小電力無線システムから携帯電話システム(LTE)下りへの所要改善量にお

ける小電力レピータ及び陸上移動中継局への所要改善量が、帯域内で最大 18.9dB、帯

域外で最大 21.0dB であるが、アクティブ系小電力無線システムの製造マージンに加え、

実運用にあたっては、アクティブ系小電力無線システム及び携帯電話システムの基地

局、小電力レピータ及び陸上移動中継局に急峻なフィルタを追加、もしくはアクティ

ブ系小電力無線システムと携帯電話システムの基地局、小電力レピータ及び陸上移動

中継局のアンテナの設置場所及び設置条件（高さ、向き、離隔距離等）を調整するこ

とにより、共用可能性がある。 

 しかしながら、250mW のアクティブ系小電力無線局システムは特定小電力局の免許

不要局となるので、該当システムの設置管理主体や設置場所の特定が困難である。ま

た急峻なフィルタを追加することは、大きさ及びコスト面により容易ではない。従っ

て、共用の実現に向けては、今後実証実験を行うなど更なる検討が必要である。 

 

帯域内干渉 -110.8 dBm/MHz -107.1 dBm/MHz 3.7 dB 75 m

感度抑圧 -44.0 dBm -50.8 dBm -6.8 dB 75 m

帯域内干渉 -110.8 dBm/MHz -170.1 dBm/MHz -59.3 dB 0 m

感度抑圧 -44.0 dBm -111.2 dBm -67.2 dB 0 m

（注） LTE 10 MHz BW,
　　　 伝搬モデルとしては、屋外モデルのみで評価

所要改善量許容干渉量 干渉発生確率 3％値 必要離隔距離

RFID移動局（1.5m高）+センサーシステム用アク
ティブタグシステム固定局（15m高） からLTE移
動局への干渉

センサーシステム用アクティブタグシステム固定
局（15m高）からLTE移動局への干渉
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表 5-6 アンテナ高 15m センサーシステム用アクティブ 920MHz 帯電子タグシステム等 250mW

から携帯電話システム(LTE)上りへの所要改善量 

 

 

表 5-7 アンテナ高 15m センサーシステム用アクティブ 920MHz帯電子タグシステム等 250mW

から携帯電話システム(LTE)下りへの所要改善量 

 

 

５．３．３ MCA への干渉 

930MHz～940MHzの周波数を受信する MCA 中継局への干渉について、携帯電話委員会

における、900MHz 帯を使用する移動通信システムの技術的条件の検討に基づき、同様

の干渉検討を行った。詳細については参考資料５のとおり。 

アクティブ系小電力無線システムから MCA 中継局へ与える影響に関しては、最も条

件が厳しい 250mW 型アクティブ系小電力無線システム（アンテナ高 15m）から MCA中

継局（アンテナ高 40m）への組合せの場合、実際の MCA中継局の立地条件（山上）を

考慮すると、250mW 型アクティブ系小電力無線システムを周辺 150m 程度以内にて運用

する確率は低いと考えられ、また仮にその条件にて運用を行う場合においては、アン

テナの設置条件の調整や、MCA中継局へのフィルタの挿入等の対策等を行うことで、

共用が可能である。 

また、パッシブタグシステムから MCA 中継局設備へ与える影響に関しては、最も条

件が厳しい高出力型パッシブタグシステムから MCA 中継局（アンテナ高 40m）への組

合せの場合、実際の MCA中継局の立地条件（山上）を考慮すると、高出力型パッシブ

タグシステムを周辺 150m 程度以内にて運用する確率は低いと考えられ、また仮にその

所要結合損 水平離隔距離
水平離隔距離
での結合損

所要改善量

dB m dB dB

帯域内干渉 60.8 15.0 55.0 5.8

帯域外干渉 63.0 15.0 55.0 8.0

帯域内干渉 77.9 26.7 65.0 12.9

帯域外干渉 80.0 26.7 65.0 15.0

帯域内干渉 65.9 20.6 62.7 3.2

帯域外干渉 68.0 20.6 62.7 5.3

帯域内干渉 73.9 15.0 55.0 18.9

帯域外干渉 76.0 15.0 55.0 21.0

帯域内干渉 75.9 23.4 64.3 11.6

帯域外干渉 78.0 23.4 64.3 13.7

帯域内干渉 65.9 15.0 57.0 8.9

帯域外干渉 68.0 15.0 57.0 11.0

被干渉
LTE
下り

陸上移動中継局
（基地局対向器・屋内エリア用・分

離型）

移動局

小電力レピータ
（基地局対向器・一体型）

小電力レピータ
（基地局対向器・分離型）

陸上移動中継局
（基地局対向器・屋外エリア用）

陸上移動中継局
（基地局対向器・屋内エリア用・一

所要結合損 水平離隔距離
水平離隔距離
での結合損

所要改善量

dB m dB dB

帯域内干渉 86.0 184 77.7 8.3
帯域外干渉 79.0 184 77.7 1.3

帯域内干渉 66.9 16.3 60.7 6.2
帯域外干渉 61.0 16.3 60.7 0.3

帯域内干渉 79.9 15.0 55.0 24.9
帯域外干渉 74.0 15.0 55.0 19.0

帯域内干渉 76.9 17.2 61.7 15.2
帯域外干渉 71.0 17.2 61.7 9.3

帯域内干渉 66.9 15.1 60.0 6.9
帯域外干渉 61.0 15.1 60.0 1.0

被干渉
LTE
上り

基地局

小電力レピータ

陸上移動中継局
（屋外エリア用）

陸上移動中継局
（屋内エリア用　一体型）

陸上移動中継局
（屋内エリア用　分離型）
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条件にて運用を行う場合においては、アンテナの設置条件の調整や、MCA中継局への

フィルタの挿入等の対策等を行うことで、共用が可能である。 

また、上述の条件以外の組合せにおいては、所要の改善量がマイナスとなり、共用

が可能である。 

なお、今後実証実験等による、今回の干渉検討結果との相関性の確認や、運用面で

の干渉を回避する方策等を、より詳細に検討することが適当と考えられる。 

 

  ５．３．４ CDMA2000 への干渉 

 915MHz～925MHz の周波数を受信する CDMA2000 方式 IMT-2000システムの携帯電話設

備への干渉について、CDMA2000 基地局と 920MHz帯アクティブ系小電力無線システム

における 1対 1対向モデルの検討として、空中線の垂直指向特性を加味した最悪条件

の干渉検討を実施した。検討の結果、所要改善量は最大で、帯域内干渉 8.7dB のプラ

スの値となった。詳細については、参考資料６のとおり。 

 今回、干渉検討の組合せの周波数位置関係については、2012 年 7月 24日までの限

定的な期間におけるものであることもあり、以下の条件を考慮することが可能である。 

・期間中における運用台数は、限定的であること。 

・アクティブ系小電力無線システムの電波発射時間は、10msec/回程度であること。 

・アクティブ系小電力無線システムの電波発射頻度は、1時間に 2 回程度であること。 

・2MHz(20mW)又は 1MHz(1mW)以上のガードバンドを確保することにより、スプリアス

マスクと比較して、実力値による改善が期待できること。 

 上記の条件を考慮することにより、 共用可能である。 

 

 ５．４ 920MHz帯電子タグシステム間の共用に関する検討 

920MHz 帯電子タグシステム等のうち、パッシブタグシステムとアクティブ系小電力無

線システムとの共用に関する検討及びアクティブ系小電力無線システム相互間の共用に

関する検討を以下のとおり行った。詳細については、参考資料７のとおり。 

 

５．４．１ パッシブタグシステムとアクティブ系小電力無線システムの共用 

 中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムと 920MHz 帯アクティブ系小電力無線シス

テムとの共用については、キャリアセンスの条件を同じとすることで、共用すること

が適当である。具体的には、キャリアセンス時間を従来の中出力型 950MHz 帯パッシブ

タグシステムと同様に 5ms 以上とすること又は通常数 msから数百 ms程度の短いデー

タを伝送するアクティブ系小電力無線システムに適した、比較的短い 128μsのいずれ

かに合わせることが適当である。 

 

  ５．４．２ アクティブ系小電力無線システム相互間の共用 

 アクティブ系小電力無線システムのキャリアセンスレベルは、これまで-75dBm と規

定されていた。これはパッシブタグシステムのキャリアセンスレベルに合わせたもの

であるが、950MHz帯で利用されているアクティブ系小電力無線システムの受信感度は、
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-90dBm～-100dBm のものが主流であり、-75dBmのキャリアセンスレベルでは干渉が発

生しやすくなる。そこでアクティブ系小電力無線システム相互間の共用を重視し、キ

ャリアセンスレベルを-80dBm と変更する。 

 屋外で利用される 250mWアクティブ系小電力無線システムと屋内の 20mWアクティブ

系小電力無線システムの共存については、壁による減衰 20dB を考慮すると問題なく共

用が可能となる。 

 パイプシャフト内で利用される 250mW型アクティブ系小電力無線システムについて

も同様に、パイプシャフトにおける減衰 20dBm～30dBm を考慮すると問題なく共用でき

る。 
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第６章 技術的条件の検討 

 ６．１ 高出力型 920MHz帯パッシブタグシステムの技術的条件 

 高出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの技術的条件は、以下のとおりとすることが

適当である。 

 

  ６．１．１ 一般的条件 

   (1) 変調方式 

 振幅変調のうち両側波帯若しくは単側波帯を使用するもの、角度変調及び無変調

又はこれらの複合方式であること。 

 

   (2) 周波数帯 

 916.7MHz から 920.9MHz までとする。 

 

   (3) 単位チャネル 

 単位チャネルは、中心周波数が 916.8MHzから 920.8MHzまでの 200kHz間隔のうち、

916.8MHz、918MHz、919.2MHz 及び 920.4MHz から 920.8MHz までの３チャネルの合計

６チャネルとする。 

 

   (4) 無線チャネル 

 無線チャネルは、発射する電波の占有周波数帯幅が全て収まるものであり、単位

チャネルを 1、2又は 3同時に使用して構成されるものとする。 

 

   (5) 空中線電力 

 1W 以下とする。 

 

   (6) 空中線利得 

 6dBi以下とする。ただし、等価等方輻射電力が、6dBiの送信空中線に 1Wの空中

線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補う

ことができるものとする。 

 

   (7) 応答器からの受信 

 応答器（送受信装置から独立した応答のための装置であって、送信設備が発射す

る搬送波の電力のみを送信電力として、同一周波数帯の電波として発射するものを

いう。）からの電波を受信できること。 

 

   (8) システム設計条件 

    ア 無線設備の筐体 

空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 
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    イ キャリアセンス 

（ア）無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した

後、送信を開始すること。ただし、中心周波数が 916.8MHz、918MHz、919.2MHz

及び 920.4MHz の単位チャネルのみを使用する場合は、キャリアセンスを要し

ないこととする。 

（イ）キャリアセンスは、電波を発射する周波数が含まれる全ての単位チャネルに

対して行い、5ms 以上行うものであること。 

（ウ）キャリアセンスレベルは、電波を発射しようとする周波数が含まれる全ての

単位チャネルにおける受信電力の総和が給電線入力点において-74dBm とし、

これを超える場合、送信を行わないものであること。 

 

    ウ 送信時間制御 

電波を発射してから送信時間 4 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、送信

休止時間 50ms を経過した後でなければその後送信を行わないものであること。 

 

   (9) 電波防護指針への適合 

 安全施設を設けるなど、電波防護指針に適合するものであること。 

 

  ６．１．２ 技術的条件 

   (1) 送信装置 

    ア 無線チャネルマスク 

      無線チャネルの周波数帯幅は（200×n）kHz とし、無線チャネル端において 10dBm

以下であること。また、隣接チャネル漏えい電力は 0.5dBm以下であること。（n：

同時に使用する単位チャネル数で１から３までの自然数） 

 

イ 周波数の許容偏差 

±20×10-6以内であること。 

 

    ウ 占有周波数帯幅の許容値 

      （200×n）kHz 以下であること。（n：同時に使用する単位チャネル数で１から

３までの自然数） 

 

    エ 空中線電力の許容偏差 

      上限 20%、下限 80%以内であること。 

 

オ 不要発射の強度の許容値 

      給電線に供給される不要発射の強度の許容値は、表 6-1 に定めるとおりである

こと。 
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表 6-1 不要発射の強度の許容値（給電線入力点） 

周 波 数 帯 
不要発射の強度の許

容値（平均電力） 

参照 

帯域幅 

710MHz以下 -36dBm 100kHz 

710MHzを超え 900MHz以下 -58dBm  1MHz 

900MHzを超え 915MHz以下 -58dBm 100kHz 

915MHzを超え 915.7MHz以下及び 923.5MHz を超え

928MHz以下 
-39dBm 100kHz 

915.7MHzを超え 923.5MHz 以下 

（無線チャネルの中心からの離調が 100(n+1)kHz以下

を除く。n は同時に使用する単位チャネル数。） 

-29dBm 100kHz 

930MHzを超え 1GHz 以下 -58dBm 100kHz 

1GHzを超え 1.215GHz以下 -48dBm 1MHz 

1.215GHzを超えるもの -30dBm   1MHz 

 

    カ 筐体輻射 

      等価等方輻射電力が、不要発射の強度の許容値を等価等方輻射電力に換算した

値以下であること。 

 

   (2) 受信装置 

     副次的に発する電波等の限度については、930MHz 以下（710MHz を超え 915MHz 以

下を除く。）は-54dBm/100kHz 以下、1.215GHz を超えるものは-47dBm/MHz 以下、そ

れ以外の周波数においては不要発射の強度の許容値以下であること。 

 

 ６．１．３ 測定法 

   (1) 占有周波数帯幅 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときに得られるスペクトル分布の全

電力は、スペクトルアナライザ等を用いて給電線入力点にて測定し、スペクトル分

布の上限及び下限部分における電力の和が、それぞれ全電力の 0.5％となる周波数

幅を測定すること。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を

設けて同様に測定すること。 

 

   (2) 送信装置の空中線電力 

平均電力で規定されている電波型式の測定は平均電力を、尖頭電力で規定されて

いる電波型式の測定は尖頭電力を、給電線入力点において測定すること。連続送信

波によって測定することが望ましいが、バースト波にて測定する場合は、バースト

繰り返し周期よりも十分長い区間における平均電力を求め、送信時間率の逆数を乗
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じて平均電力を求めることが適当である。また、尖頭電力を測定する場合は尖頭電

力計等を用いること。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を

設けて同様に測定すること。なお、測定用の端子が空中線給電点と異なる場合は、

損失等を補正する。 

 

   (3) 送信装置の不要発射の強度 

標準符号化試験信号を入力信号として加えたときのスプリアス成分の平均電力

（バースト波にあっては、バースト内の平均電力）を、スペクトルアナライザ等を

用いて、給電線入力点において測定すること。この場合、スペクトルアナライザ等

の分解能帯域幅は、技術的条件で定められた参照帯域幅に設定すること。なお、精

度を高めるために分解能帯域幅を狭くして測定可能だが、この際はスプリアス領域

発射の強度は、分解能帯域幅ごとの測定結果を参照帯域幅に渡り積分した値とする。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を

設けて同様に測定すること。なお、測定用の端子が空中線給電点と異なる場合は、

損失等を補正する。 

 

   (4) 隣接チャネル漏えい電力 

標準符号化試験信号を入力信号として加えた変調状態とし、規定の隣接する単位

チャネル内の漏えい電力を、スペクトルアナライザ等を用いて測定する。なお、バ

ースト波にあってはバースト内の平均電力を求めること。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を

設けて同様に測定すること。なお、測定用の端子が空中線給電点と異なる場合は、

損失等を補正する。 

 

   (5) 受信装置の副次的に発する電波等の限度 

スペクトルアナライザ等を用いて、給電線入力点において測定すること。この

場合、スペクトルアナライザ等の分解能帯域幅は、技術的条件で定められた参照

帯域幅に設定すること。なお、精度を高めるために分解能帯域幅を狭くして測定

してもよく、この場合、不要発射の強度は、分解能帯域幅ごとの測定結果を参照

帯域幅に渡り積分した値とする。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子

を設けて同様に測定すること。なお、測定用の端子が空中線給電点と異なる場合

は、損失等を補正する。 

 

   (6) 送信時間制御 

スペクトルアナライザの中心周波数を試験周波数に設定し掃引周波数幅を 0Hz（ゼ

ロスパン）として測定する。送信時間が規定の送信時間以下であること及び送信休
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止時間が規定の送信休止時間以上であることを測定する。測定時間精度を高める場

合はスペクトルアナライザのビデオトリガ機能等を使用し、送信時間と送信休止時

間の掃引時間を適切な値に設定すること。 

ただし、空中線端子がない場合においては、測定のために一時的に測定用端子を

設けて同様に測定すること。 

 

   (7) キャリアセンス 

ア 標準信号発生器から規定の電力を連続的に加え、スペクトルアナライザ等によ

り送信しないことを確認する。 

イ 上記の標準信号発生器の出力を断にして送信を開始するまでの時間が、規定の

必須キャリアセンス時間以上であることを確認する。 

ウ また、標準信号発生器の出力断の時間が規定の必須キャリアセンス時間未満の

場合は送信しないことを確認する。 

     なお、送信周波数として複数の単位チャネルを使用する場合は、無線チャネル内

の任意の周波数において動作することを確認すること。 

また、イにおいては、標準信号発生器の出力時間を送信時間程度、標準信号発生

器の出力断の時間を送信休止時間程度に設定した無変調波の繰り返しパルス信号等

を用いることができる。また、ウにおいては、標準信号発生器の出力時間を送信時

間程度、標準信号発生器の出力断時間を必須キャリアセンス時間未満に設定した無

変調の繰り返しパルス信号を用いることができる。 

 

   (8) 筐体輻射 

測定距離 3m の電波暗室又は地面反射波を抑圧したオープンサイト若しくはそ

れらのテストサイトにおいて供試機器と同型式の機器を使用して校正された RF

結合器を用い、その他の条件は(3)と同様にして測定すること。 

この場合、テストサイトの測定用空中線は、指向性のものを用いること。また、

被測定対象機器の大きさが 60cm を超える場合は、測定距離をその 5倍以上として

測定すること。 

 

 ６．２ 中出力型 920MHz帯パッシブタグシステムの技術的条件 

 中出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの技術的条件は、以下のとおりとすることが

適当である。 

 

  ６．２．１ 一般的条件 

   (1) 変調方式 

 振幅変調のうち両側波帯若しくは単側波帯を使用するもの、角度変調及び無変調

又はこれらの複合方式であること。 

 

   (2) 周波数帯 
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 916.7MHz から 923.5MHz までとする。 

 

   (3) 単位チャネル 

 単位チャネルは、中心周波数が 916.8MHzから 923.4MHzまでの 200kHz間隔のうち、

916.8MHz、918MHz、919.2MHz 及び 920.4MHz から 923.4MHzまでの 16チャネルの合

計 19チャネルとする。 

 

   (4) 無線チャネル 

 無線チャネルは、発射する電波の占有周波数帯幅が全て収まるものであり、単位

チャネルを 1、2、3、4又は 5同時に使用して構成されるものとする。 

 

   (5) 空中線電力 

 250mW以下とする。 

 

   (6) 空中線利得 

 3dBi以下とする。ただし、等価等方輻射電力が、3dBiの送信空中線に 250mWの空

中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補

うことができるものとする。 

 

   (7) 応答器からの受信 

 応答器（送受信装置から独立した応答のための装置であって、送信設備が発射す

る搬送波の電力のみを送信電力として、同一周波数帯の電波として発射するものを

いう。）からの電波を受信できること。 

 

   (8) システム設計条件 

    ア 無線設備の筐体 

空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 

 

    イ キャリアセンス 

（ア）無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した

後、送信を開始すること。 

（イ）キャリアセンスは、中心周波数が 916.8MHz、918MHz、919.2MHz及び 920.4MHz

の単位チャネルにより構成される無線チャネルを使用する場合においては、

5ms以上、中心周波数が 920.6MHzから 923.4MHzまでの単位チャネルにより構

成される無線チャネルを使用する場合においては、128μs 以上 5ms 未満又は

5ms以上行うものであること。 

（ウ）キャリアセンスレベルは、電波を発射しようとする周波数が含まれる全ての

単位チャネルにおける受信電力の総和が給電線入力点において-74dBm（空中線



52 

電力が 10mW 以下の無線設備にあっては-64dBm）とし、これを超える場合、送

信を行わないものであること。 

 

    ウ 送信時間制御 

（ア） キャリアセンス時間 5ms以上の場合 

 電波を発射してから送信時間 4 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、送

信休止時間 50ms を経過した後でなければその後送信を行わないものであるこ

と。ただし、最初に電波を発射してから連続する 4 秒以内に限り、その発射を

停止した後 50ms の送信休止時間を設けずに再送信することができるものとす

る。なお、上記における再送信は最初に電波を発射してから連続する 4 秒以内

に完了することとする。 

（イ） キャリアセンス時間 128μs以上 5ms 未満の場合 

 電波を発射してから送信時間 400ms 以内にその電波の発射を停止し、送信休

止時間 2ms を経過した後でなければその後送信を行わないものであり、かつ、1

時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。ただし、電波を発射し

てから送信時間 6ms 以内にその電波の発射を停止し、かつ、1 時間当たりの送

信時間の総和が 360秒以下である場合はこの限りではない。 

 

  ６．２．２ 技術的条件 

   (1) 送信装置 

    ア 無線チャネルマスク 

      無線チャネルの周波数帯幅は（200×n）kHz とし、無線チャネル端において 20dBc

低下させ 4dBm 以下であること。また、隣接チャネル漏えい電力は-5dBm以下であ

ること。（n：同時に使用する単位チャネル数で１から５までの自然数） 

 

イ 周波数の許容偏差 

±20×10-6以内であること。 

 

    ウ 占有周波数帯幅の許容値 

      （200×n）kHz 以下であること。（n：同時に使用する単位チャネル数で１から

５までの自然数） 

 

    エ 空中線電力の許容偏差 

      上限 20%、下限 80%以内であること。 

 

オ 不要発射の強度の許容値 

      給電線に供給される不要発射の強度の許容値は、表 6-2 に定めるとおりである

こと。 
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表 6-2 不要発射の強度の許容値（給電線入力点） 

周 波 数 帯 
不要発射の強度の許

容値（平均電力） 

参照 

帯域幅 

710MHz以下 -36dBm 100kHz 

710MHzを超え 900MHz以下 -55dBm  1MHz 

900MHzを超え 915MHz以下 -55dBm 100kHz 

915MHzを超え 915.7MHz以下及び 923.5MHz を超え

928MHz以下 
-36dBm 100kHz 

915.7MHzを超え 923.5MHz 以下 

（無線チャネルの中心からの離調が 100(n+1)kHz以下

を除く。n は同時に使用する単位チャネル数。） 

-29dBm 100kHz 

930MHzを超え 1GHz 以下 -55dBm 100kHz 

1GHzを超え 1.215GHz以下 -45dBm 1MHz 

1.215GHzを超えるもの -30dBm   1MHz 

 

    カ 筐体輻射 

      等価等方輻射電力が、不要発射の強度の許容値を等価等方輻射電力に換算した

値以下であること。 

 

   (2) 受信装置 

     副次的に発する電波等の限度については、930MHz 以下（710MHz を超え 915MHz 以

下を除く。）は-54dBm/100kHz 以下、1GHz を超えるものは-47dBm/MHz 以下、それ以

外の周波数においては不要発射の強度の許容値以下であること。 

 

  ６．２．３ 測定法 

 高出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの技術的条件の規定を適用すること。 

 

６．３ 920MHz帯アクティブ系小電力無線システムの技術的条件 

 空中線電力が 1mW 以下、1mWを超え 20mW 以下又は 20mWを超え 250mW以下の 920MHz 帯

アクティブ系小電力無線システムの技術的条件は、以下のとおりとすることが適当であ

る。 

 ６．３．１ 一般的条件 

 (1) 通信方式 

単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式、同報通信方式 

 

 (2) 変調方式 

規定しない。 
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 (3) 周波数帯 

 915.9MHz から 929.7MHz までとする。ただし、平成 24 年 7 月 24 日までの間は、

926.1MHzから 929.7MHzまでとする。 

 

 (4) 単位チャネル 

 単位チャネルは、中心周波数が 916MHz から 928MHz までの 200kHz 間隔の 61 チャ

ネル及び中心周波数が 928.15MHz から 929.65MHz までの 100kHz 間隔の 16 チャネル

とする。 

 

 (5) 無線チャネル 

無線チャネルは、発射する電波の占有周波数帯幅が全て収まるものであり、単位

チャネルを 1、2、3、4又は 5同時に使用して構成されるものとする。 

 

 (6) 空中線電力 

 250mW 以下とする。ただし、中心周波数が 916.0MHz から 920.4MHz までの単位チ

ャネル及び 928.15MHz から 929.65MHz までの単位チャネルを含む構成の無線チャネ

ルを使用する場合は 1mW 以下とし、中心周波数が 923.6MHz から 928.0MHz までの単

位チャネル含む構成の無線チャネルを使用する場合は 20mW以下とする。 

 以上にかかわらず、平成 24年 7月 24日までの間は、中心周波数が 926.2MHz から

927MHzまで及び 928.15MHz から 929.65MHz までの単位チャネルを含む構成の無線チ

ャネルを使用する場合は 1mW 以下とし、927.2MHz から 928MHz までの単位チャネル

を含む構成の無線チャネルを使用する場合は 20mW 以下とする。 

 

 (7) 空中線利得 

3dBi 以下とする。ただし、等価等方輻射電力が、3dBi の送信空中線に(6)の空中

線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補う

ことができるものとする。 

 

 (8) システム設計条件 

ア 無線設備の筐体 

 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。 

イ キャリアセンス 

（ア）無線設備は新たな送信に先立ち、キャリアセンスによる干渉確認を実行した

後、送信を開始すること。 

（イ）キャリアセンスは、中心周波数が 920.6MHz から 923.4MHzまでの単位チャネ

ルにより構成される無線チャネルを使用する場合においては、128μs以上 5ms

未満又は 5ms 以上、中心周波数が 923.6MHz から 929.65MHz までの単位チャネ

ルにより構成される無線チャネルを使用する場合においては、128μs以上 5ms



55 

未満行うものであること。 

（ウ）キャリアセンスレベルは、電波を発射しようとする周波数が含まれる全ての

単位チャネルにおける受信電力の総和が給電線入力点において-80dBm とし、

これを超える場合、送信を行わないものであること。 

（エ）空中線電力 1mW 以下であって、ウ（ウ）に規定する送信時間制御の条件を満

たす場合又は他の無線設備からの要求（送信しようとする無線チャネルについ

て、キャリアセンスを行ったものに限る。）に応答する場合であって、要求の

受信を完了した後の 50ms 以内の送信については、キャリアセンスを要さない。 

 

ウ 送信時間制御 

（ア） キャリアセンス時間 5ms以上の場合 

 電波を発射してから送信時間 4 秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、

送信休止時間 50ms を経過した後でなければその後送信を行わないものであ

ること。ただし、最初に電波を発射してから連続する 4 秒以内に限り、その

発射を停止した後 50ms の送信休止時間を設けずに再送信することができる

ものとする。なお、上記における再送信は 128μs以上のキャリアセンスを行

った後に送信するものとし、かつ、最初に電波を発射してから連続する 4 秒

以内に完了することとする。 

（イ） キャリアセンス時間 128μs 以上 5ms 未満の場合 

 電波を発射してから送信時間 400ms 以内にその電波の発射を停止し、送信

休止時間 2ms を経過した後でなければその後送信を行わないものであり、か

つ、1 時間当たりの送信時間の総和が 360 秒以下であること。ただし、電波

を発射してから送信時間 6ms 以内にその電波の発射を停止し、かつ、1 時間

当たりの送信時間の総和が 360 秒以下である場合はこの限りではない。 

（ウ）キャリアセンスを行わない場合 

 空中線電力が 1mW 以下であり、中心周波数が 916MHz から 928MHz までの単

位チャネルにより構成される無線チャネルを使用する場合にあっては、電波

を発射してから送信時間 100ms 以内にその電波の発射を停止し、送信休止時

間 100msを経過した後でなければその後送信を行わないものであり、かつ、1

時間当たりの送信時間の総和が 3.6 秒以下であること。ただし、最初に電波

を発射してから連続する 100ms 以内に限り、その発射を停止した後、100ms

の送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。なお、上記

における再送信は最初に電波を発射してから連続する 100ms 以内に完了する

こととする。 

  また、空中線電力が1mW以下であり、中心周波数が928.15MHzから929.65MHz

までの単位チャネルにより構成される無線チャネルを使用する場合にあって

は、電波を発射してから送信時間 50ms 以内にその電波の発射を停止し、送信

休止時間 50msを経過した後でなければその後送信を行わないものとする。た
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だし、最初に電波を発射してから連続する 50ms以内に限り、その発射を停止

した後、50msの送信休止時間を設けずに再送信することができるものとする。

なお、上記における再送信は最初に電波を発射してから連続する 50ms以内に

完了することとする。 

 

 (9) 混信防止機能 

 通信の相手方を識別するための符号（識別符号）を自動的に送信し、又は受信す

るものであること。 

 

 (10) 端末設備内において電波を使用する端末設備 

ア 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用するものは、

48ビット以上の識別符号を有すること。 

イ 特定の場合を除き、使用する電波の空き状態について判定を行い、空き状態の

時のみ通信路を設定するものであること。 

 

 ６．３．２ 技術的条件 

 (1) 送信装置 

ア 無線チャネルマスク 

中心周波数が 916MHz から 928.0MHz までの周波数を使用する場合の周波数帯幅

は（200×n）kHz、中心周波数が 928.15MHz から 929.65MHzx まで周波数を使用す

る場合の占有周波数帯幅は（100×n）kHz とし、それぞれの空中線電力おける隣

接する単位チャネル内に放射される電力は表 6-3 のとおりであること。（n：同時

に使用する単位チャネル数で 1から 5までの自然数） 

 

表 6-3 隣接する単位チャネル内に放射される電力 

空中線電力 隣接する単位チャネル内に放射される電力 

1mW 以下 -26dBm 以下 

1mWを超え 20mW以下 -15dBm 以下 

20mWを超え 250mW 以下 -5dBm 以下 

 

イ 周波数の許容偏差 

±20×10-6以内であること。 

 

ウ 占有周波数帯幅の許容値 

 （200×n）kHz 以下であること。ただし、928.15MHz～929.65MHz の無線チャネ

ルの場合は(100×n)kHz以下であること。（n：同時に使用する単位チャネル数で 1

から 5までの自然数） 
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エ 空中線電力の許容偏差 

上限 20%、下限 80%以内であること。 

 

オ 不要発射の強度の許容値 

 給電線に供給される不要発射の強度の許容値は、表 6-4 に定めるとおりである

こと。 

 

表 6-4 不要発射の強度の許容値（給電線入力点） 

周 波 数 帯 
不要発射の強度の許容値

（平均電力) 

参照 

帯域幅 

710MHz 以下 -36dBm 100kHz 

710MHzを超え 900MHz以下 -55dBm   1MHz 

900MHzを超え 915MHz以下 -55dBm 100kHz 

915MHzを超え 920.3MHz以下※ -36dBm 100kHz 

920.3MHzを超え 924.3MHz 以下※ 

（無線チャネルの中心からの離調が（200＋100×n）

kHz 以下を除く。nは同時に使用する単位チャネル

数。） 

-29dBm（ただし、空中線

電力が20mW以下の場合は

-36dBm とする。） 

100kHz 

924.3MHzを超え 930MHz以下※ 

（無線チャネルの中心からの離調が（100＋50×n）

kHz 以下を除く。nは同時に使用する単位チャネル

数。） 

-36dBm 100kHz 

930MHzを超え 1GHz 以下 -55dBm 100kHz 

1GHzを超え 1.215GHz以下 -45dBm 1MHz 

1.215GHzを超えるもの -30dBm   1MHz 

※ 平成 24年 7月 24日までの間は、915MHz を超え 925MHz 以下は-55dBm/100kHzとする。 

 

カ 筐体輻射 

 等価等方輻射電力が、不要発射の強度の許容値を等価等方輻射電力に換算した

値以下であること。 

 

 (2) 受信装置 

 副次的に発する電波等の限度については、930MHz 以下（710MHz を超え 915MHz 以

下を除く。）は-54dBm/100kHz 以下、1GHz を超えるものは-47dBm/MHz 以下、それ以

外の周波数においては不要発射の強度の許容値以下であること。 

 

  ６．３．３ 測定法 

 高出力型 920MHz 帯パッシブタグシステムの技術的条件の規定を適用すること。 
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Ⅴ 審議結果 

 「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件」のうち、「920MHz 帯電子タグシ

ステム等の技術的条件」について検討を行い、別添のとおり、一部答申（案）をとりまと

めた。 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 移動通信システム委員会 構成員 

(敬称略 主査及び主査代理以外は五十音順) 

氏  名 所  属 

【主査】安藤 真 東京工業大学大学院 理工学研究科 教授 

【主査代理】門脇 直人 （独）情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所 研究所長 

飯塚 留美 (財)マルチメディア振興センター 電波利用調査部主席研究員 

伊藤 数子 (株)パステルラボ 代表取締役社長 

伊藤 ゆみ子 マイクロソフト(株) 執行役法務・政策企画統括本部長 

唐沢 好男 電気通信大学 電気通信学部 電子工学科 教授 

川嶋 弘尚 慶應義塾大学 名誉教授 コ・モビリティ社会研究センター 特別顧問 

工藤 俊一郎 （社）日本民間放送連盟 常務理事 

黒田 徹 日本放送協会 放送技術研究所 放送ネットワーク研究部 部長 

河野 隆二 横浜国立大学大学院 工学研究院 教授 

小林 久美子 
日本無線(株) 研究開発本部 研究所 ネットワークフロンティア 

チームリーダ 担当課長 

中津川 征士 日本電信電話(株) 技術企画部門 電波室長 

丹羽 一夫 （社）日本アマチュア無線連盟 副会長 

本多 美雄 欧州ビジネス協会 電気通信機器委員会 委員長 

松尾 綾子 
（株）東芝 研究開発センター ワイヤレスシステムラボラトリー 

研究主務 

宮内 瞭一 (社)全国陸上無線協会 専務理事 

森川 博之 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 

矢野 由紀子 日本電気（株）システムプラットフォーム研究所 研究部長 

若尾 正義 （社）電波産業会 専務理事 

別表１ 
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情報通信審議会 情報通信技術分科会 

移動通信システム委員会 920MHz帯電子タグシステム等検討作業班 構成員 

（敬称略 主任及び主任代理以外は五十音順） 

氏  名 所  属 

【主任】 
門脇 直人 （独）情報通信研究機構 ワイヤレスネットワーク研究所 研究所長 

【主任代理】 
広 池   彰 （社）電波産業会 研究開発本部 移動通信グループ 部長 

井上 保彦 
日本電信電話（株）未来ねっと研究所 ワイヤレスシステムイノベーシ

ョン研究部 電波システム技術研究グループ 主任研究員 

大井  伸二 凸版印刷（株）製造・技術・研究本部 RFID事業推進プロジェクト 部長 

小田 成司 ＫＤＤＩ（株）技術渉外本部 電波部 企画・制度グループ 課長補佐 

川田 拓也 東京ガス（株）商品開発部 IT新サービスグループ 主幹 

佐々木 邦夫 パナソニック（株）渉外本部 渉外グループ 顧問 

田中 伸一 ソフトバンクモバイル（株） 電波制度部 担当部長 

中川 永伸 （財）テレコムエンジニアリングセンター 技術部 担当部長 

中畑  寛 （社）日本自動認識システム協会 研究開発センター 主任研究員 

中村 厚生 
大日本印刷（株） ＣＢＳ事業部  技術開発本部技術開発部ＩＣタグ開

発課 エキスパート 

仁井 克己 東京電力（株） 電子通信部 通信企画グループマネージャー 

西本 修一 （財）移動無線センター 技師長 

二宮 照尚 （株）富士通研究所 ネットワークシステム研究所 主任研究員 

福永  茂 
沖電気工業（株） 研究開発センタ  ネットワークシステムラボラトリ 

マネージャ 

松香  光信 Zigbee SIG Japan 委員 ／ NECエンジニアリング株式会社 

御手洗 正夫 三井物産（株） 物流機能推進部 LIT室 室長 

三次  仁 
慶應義塾大学 環境情報学部 准教授 ／ 

Auto-IDラボ・ジャパン 副所長 

山崎 高日子 
三菱電機（株） 通信システム事業本部 通信システムエンジニアリング

センター 技術担当部長 

 

別表２ 


